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現
存
す
る
漠
の
楽
府
詩
、
特
に
そ
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
相
和
歌
辞
、
雑
曲

歌
辞
に
属
す
る
も
の
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
後
漠
に
作
ら
れ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
歌
謡
を
採
集
す
る
機
閃
で
あ
る
楽
府
は
莉
漠
哀
帝

の
鞍
和
二
年
に
廃
止
さ
れ
て
、
そ
れ
以
後
再
び
屈
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
後
漢
に
於
い
て
、
採
集
す
る
槻
関
か
な
く

な
っ
た
の
に
、
却
っ
て
歌
辞
は
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
王
迎
殻
氏
は
「
唐
六
典
」
と
「
通
典
」
を

引
い
て
、
楽
府
に
代
わ
る
機
関
と
し
て
承
革
附
を
挙
げ
、
こ
こ
で
歌
謡
を
採

集
し
た
と
し
て
い
る

3

こ
れ
に
よ
っ
て
、
官
制
の
上
か
ら
一
往
納
得
で
き
る

答
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
後
漠
害
、
全
後
漢
文
な
ど
に
は
、
彼
の
い
う
承

華
府
、
ま
た
そ
の
長
官
で
あ
る
と
い
う
承
華
令
の
文
字
は
全
く
見
当
ら
な

い
。
そ
こ
で
改
め
て
、
後
没
古
帝
紀
、
志
、
列
伝
を
は
じ
め
、
後
漠
の
作
と

さ
れ
て
い
る
詩
、
賦
、
文
草
な
ど
の
中
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
記
載
を
ひ
ろ

っ
て
、
後
漠
に
於
い
て
、
楽
府
に
代
わ
る
へ
き
機
関
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

そ
し
て
そ
こ
で
採
占
の
仕
事
を
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
楽
府
詩
が
ど

の
よ
う
な
階
脳
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
支
持
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
名

え
て
み
た
い
と
思
う
し

先
す
、
楽
府
に
相
当
す
る
機
関
の
存
在
の
有
佃
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
黄
門
妓
吹
、
角
抵
戯
、
妓
吹
、
採
詩
の
四
つ
の
項
目
を
た
て
て
み
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
（
承
華
府
、
虚
草
令
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
係
あ
る

資
料
の
見
え
た
と
き
に
心
へ
る
）
次
に
、
楽
府
品
の
支
持
屈
お
よ
び
流
行
の

実
態
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
少
々
や
っ
か
い
で
あ
る
。
楽
府
諒
集
に

集
録
さ
れ
た
歌
辞
の
、
歌
辞
名
、
曲
名
が
出
て
来
る
こ
と
は
・
は
と
ん
ど
な
い

の
で
、
楽
府
誌
の
流
行
を
知
る
に
は
、
俗
楽
流
行
の
状
況
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
間
接
に
知
る
よ
り
外
な
い
。
交
府
詩
は
も
と
も
と
、
民
間
か
ら
採
集
さ

れ
た
歌
謡
で
あ
り
、
仙
に
あ
わ
せ
て
叩
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
楽
府
詩
集
が
間
の
種
類
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ

か
る
。
ま
た
、
楽
府
詩
の
代
表
的
な
由
で
あ
る
相
和
曲
に
つ
い
て
、
宋
告
楽

志
三
に
は
、
「
相
和
ハ
漢
ノ
倍
歌
ナ
リ
、
絲
竹
更

u
相
和
シ
、
節
ヲ
執
ル
者

歌
フ
」
と
誌
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
相
和
由
が
絲
竹
の
楽
、
す
な
わ
ぢ
俗
楽

に
あ
わ
せ
て
唱
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
梨
府
詩

と
俗
交
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
俗
炭
の
流
行

の
状
況
を
切
ら
か
に
す
る
こ
と
は
引
い
て
は
楽
府
訪
流
行
の
実
体
を
知
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
俗
楽
流
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
朝
廷
と
俗
空
、
諸

俣
・
外
戚
・
豪
家
と
俗
楽
、
文
人
と
俗
楽
、
の
三
つ
に
分
け
て
見
て
行
く
こ

と
に
す
る
。

小

後
漢
に
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け
る
楽
府
詩
流
行
の
状
況
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つ
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て
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黄
門
鼓
吹

「
黄
門
鼓
吹
」
の
語
は
、
次
の
八
箇
所
に
見
ら
れ
る
。

••.• 

1

柩
特
寮
序
丁
殿
、
冠
手
戸
LLI
官
陪
位
、
黄
門
鼓
吹
―
―
一
通
、
鳴
悴
鼓
（
陰
太
后

晏
編
詔
）

•••. 

2

祖
訂
追
修
叫
菜
…
…
日
大
予
業
府
、
日
黄
門
鼓
吹
（
誓
呂
被
業
）

•••• 

8
謂
太
僕
少
府
、
紘
黄
門
鼓
吹
以
補
羽
林
士
（
後
漠
書
安
帝
紀
）

．．．． 

4
娯
門
鼓
吹
百
四
十
五
人
（
後
漠
書
安
帝
紀
注
、
應
間
陀
官
儀
上
）

•••• 

5
順
帝
永
和
冗
年
、
其
王
束
朝
京
師
、
帝
作
黄
門
鼓
吹
角
抵
戯
、
以
辿
之

（
後
筏
蒼
列
偲
第
七
十
五
、
東
夷
）．．．． 

6

呈
后
伏
起
打
哺
臣
妾
、
妓
菟
門
鼓
吹
三
直
、
胆
鼓
畢
尊
臣
以
次
出
三
後

没
書
穂
儀
吉
江
）

●

o
 
.

.

 

7

-
「
己
、
黄
門
鼓
吹
、
天
子
所
以
官
業
菜
臣
（
祭
巳
成
邊
上
芽
、
業
意
）

．．．． 

8

及
輿
黄
門
鼓
吹
紐
胡
、
迭
唱
迭
和
、
喉
所
螢
音
無
不
菩
肛
こ
繁
欽
奥
魏

太
了
書
）

①
は
、
陰
太
后
の
柩
が
宮
殿
を
降
り
て
魂
車
に
移
る
時
、
黄
門
鼓
吹
一
＿
一
通
（

通
は
楽
器
一
組
の
名
、
梁
式
帝
は
四
器
を
一
通
と
し
た
）
、
鐙
鼓
を
な
ら
し

」
」
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
涵
は
明
帝
の
永
平
七
年
に
発
せ
ら
れ
て
い

る
。
例
は
且
祖
が
前
漢
の
礼
制
を
設
う
て
大
予
楽
附
と
と
も
ば
瓜
門
鼓
吹
を

設
置
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
世
祖
と
い
う
か
、
郊
廟
楽
を
改
め
て
大
予

楽
と
い
っ
た
の
が
明
帝
の
永
半
三
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
後
の
こ
と

と
思
わ
れ
る

U

⑱
は
安
帝
の
永
初
元
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
心
軍
は
位
に
叫
＜

と
直
ち
に
も
ろ
も
ろ
の
緊
縮
政
策
の
一
域
と
し
て
黄
門
鼓
吹
員
を
減
ら
し
て

羽
林
士
（
天
了
の
町
衛
を
掌
る
）
に
補
任
し
た
。
後
漠
告
の
注
を
書
い
た
劉

昭
は
こ
こ
で
約
を
引
い
て
「
黄
門
鼓
吹
百
四
十
五
人
」
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
人
数
は
紐
ら
す
前
か
後
か
明
ら
か
で
な
い
。
肘
六
典
に
は
、
黄
門
鼓
吹
百

―
―
-
＋
五
人
と
晶
さ
れ
て
い
る
。
伽
そ
の
王
と
は
夫
餘
国
の
王
の
こ
と

3

川
抵

戯
と
は
両
々
相
あ
た
っ
て
力
ま
た
は
技
他
刈
徊
を
競
う
こ
と
で
あ
る
3
1
1

衷
門

鼓
吹
の
奏
楽
が
、
米
帆
の
王
を
慰
め
る
た
め
に
、
こ
の
種
の
僧
し
物
と
一
し

ょ
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
性
格
の
一
瑞
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
⑲
は
、
紗
質
の
出
し
た
宋
望
后
＞
后
の
儀
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
の
一

部
で
、
建
京
四
年
じ
月
乙
未
の
こ
と
て
あ
る
。
こ
の
と
き
、
讃
が
下
さ
れ
て

皇
后
の
尊
き
こ
と
は
帝
と
等
し
く
、
天
ド
に
付
と
し
て
臨
む
も
の
で
虎
る
か

ら
、
立
后
の
儀
は
一
き
わ
乳
厳
で
な
け
れ
け
な
ら
な
い
、
と
い
う
此
竹
の
こ

と
が
述
へ
ら
れ
て
い
る

U

そ
し
て
こ
の
闘
の
炉
応
の
儀
式
に
、
政
門
妓
吹
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
げ
は
、
俗
に
原
畠
礼
楽
志
と
称
せ
ら
れ
る
文

中
に
記
さ
れ
た
も
の
で
、
汲
楽
四
11
叫
の
第
三
と
し
て
焚
門
鼓
吹
が
出
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
文
か
ら
、
黄
門
妓
吹
の
泰
来
が
天
子
と
胆
臣
と
の
製
会
の
開

に
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
性
枯
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
従

っ
て
そ
の
奏
す
る
楽
仙
も
宴
に
肌
を
そ
え
る
よ
う
な
も
の
、
間
い
て
交
し
む

音
楽
て
あ
っ
た
こ
と
が
卜
分
理
解
で
き
る

3

．
罰
は
、
繁
炊
が
当
防
魏
の
太
子

で
あ
っ
た
四
王
に
あ
て
に
文
中
の
比

3

こ
の
ば
、
語
妓
吹
で
は
、
個
性
あ
る

す
ぐ
れ
た
伎
女
た
ち
を
広
く
探
し
求
め
て
い
た
が
、
欽
が
、
都
尉
酋
山
の
車

子
（
御
者
の
こ
と
）
で
仕
十
四
に
な
る
も
の
を
枇
則
し
た
も
の
て
あ
る
。
こ

の
中
て
、
こ
の
十
四
オ
の
う
た
う
た
い
が
、
貨
門
妓
吹
の
況
聞
と
仙
11
相
し
た

さ
ま
を
、
「
喉
J
顎
ス
ル
所
ノ
音
、
鰈
9

ノ
ゴ
ト
ク
ニ
應
ゼ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
無

シ
、
北
折
沈
浮
、
髪
ヲ
呼
ネ
テ
節
二
入
ル
」
と
い
い
、
ま
た
、
そ
の
唱
い
方

を
「
能
ク
喉
囀
シ
テ
既
ヲ
引
キ
、
附
卜
音
ヲ
同
ジ
ウ
ス
」
「
椙
虹
内
二
判
シ

哀
望
外
二
徽
シ
、
大
ナ
レ
ト
モ
抗
越
セ
ス
、
細
ケ
レ
ト
モ
幽
散
ゼ
ス
、
腔

曹
箔
ヨ
リ
悲
シ
ク
、
間
常
均
ヨ
リ
及
ナ
リ
」
「
此
ノ
仙
子
追
柑
抑
腸
勝
ゲ
テ

窮
ム
ペ
カ
ラ
ズ
、
但
析
亦
匁
化
シ
テ
餘
介
未
ダ
晶
キ
ズ
、
其
ノ
清
激
悲
吟
、
ゾ
雑
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フ
ル
ニ
怨
慕
ヲ
以
テ
シ
、
北
秋
ノ
蓮
征
ヲ
詠
ジ
、
胡
応
ノ
長
息
ヲ
奏
ス
ル
ニ
誓

ン
デ
ハ
、
悽
肝
牌
二
入
リ
、
哀
頑
艶
ヲ
感
ゼ
シ
ム
。
是
ノ
時
日
西
隅
二
在
リ

涼
風
柾
ヲ
佛
フ
、
山
二
背
キ
渓
二
臨
メ
バ
、
流
泉
束
二
逝
ク

C

同
ジ
ク
坐
シ

仰
ギ
歎
ジ
、
観
ル
者
俯
聡
シ
テ
松
泣
隕
洋
シ
、
悲
懐
條
慨
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
」
と

．．
 

表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
俗
楽
の
唱
い
方
を
細
か
く
揺
写
し
た
も
の
で
あ

る
。
車
子
を
連
れ
て
来
て
そ
の
ま
ま
唱
を
競
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
民
閲

で
唱
わ
れ
て
い
た
曲
と
同
種
の
曲
を
黄
門
鼓
吹
の
楽
人
た
ち
が
唱
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
整
理
し
て
み
る
と
次
の
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
。
黄
門
鼓
吹
は
大

体
後
漠
の
全
時
代
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
た
。
叩
ち
上
の
八
つ
の
資
料
の
属

す
る
時
代
を
見
る
と
、
朋
帝
二
、
安
帝
二
、
順
帝
一
、
露
荀
一
、
猷
帝
一
、

後
漠
全
般
に
閲
す
る
も
の
一
と
な
り
、
ほ
ぽ
全

114代
に
わ
た
っ
て
い
る
。
次

に
そ
の
性
格
で
あ
る
が
、
御
者
の
唱
っ
て
い
た
歌
が
干
血
ち
に
取
り
上
げ
ら
れ

た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
民
間
音
楽
を
奏
し
て
、
天
子
が
群
臣
を
宴
楽

し
た
り
、
外
国
か
ら
の
賓
客
を
慰
め
た
り
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
た
が
、
一

方
で
は
、
太
后
の
葬
儀
や
立
后
の
儀
式
と
い
っ
た
厳
粛
な
場
所
で
も
用
い
ら

れ
て
お
り
、
二
面
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
沢

の
楽
府
も
、
郡
臣
を
宴
楽
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
一
方
、
郊
祀
な
ど
の
祭
に

も
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
黄
門
鼓
吹
、
楽
府
は
と
も
に
少
府
に
属
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
黄
門
鼓
吹
は
楽
府
に
近
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

角
抵
戯

厨
六
典
に
は
、
少
府
の
開
官
で
あ
る
ぷ
華
令
が
、
黄
門
鼓
吹
百
―
二
十
五
人

と
百
戯
師
一
平
七
人
を
監
督
し
て
い
た
と
誌
さ
れ
て
い
る
。
百
戯
師
と
い
う

の
は
角
抵
戯
を
徊
じ
る
役
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
音
楽

だ
け
で
な
く
芝
居
を
演
ず
る
も
の
が
「
楽
府
」
の
よ
う
な
音
楽
を
つ
か
さ
ど

る
官
署
に
属
し
て
い
る
の
は
、
前
漢
の
時
代
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
哀
帝
が

楽
府
を
廃
止
し
た
と
き
の
記
録
の
中
に
、
「
常
従
象
人
四
人
」
「
奏
椙
象
人

旦
二
人
」
と
い
う
こ
と
ば
が
見
え
る
。
こ
の
象
人
は
、
孟
康
の
注
に
は
「
今

の
魚
蝦
獅
子
を
戯
る
者
な
り
」
と
あ
り
、
ギ
早
昭
の
注
に
は
「
仮
巾
を
石
す
る

者
な
り
」
と
あ
っ
て
、
獅
壬
が
し
ら
な
ど
の
面
を
つ
け
て
戯
闊
を
行
な
う
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
戯
劇
は
後
漢
で
も
行
な
わ
れ
た

こ
と
が
み
え
る
。

1
方
曲
既
設
、
況
戯
連
叙
、
氾
近
俯
仰
、
節
以
紹
鼓
、
戯
車
高
杯
、
馳
騎

百
馬
、
連
翻
九
似
、
離
合
上
下
、
或
以
馳
聘
、
悶
車
顛
倒
、
烏
獲
打
鼎
、

千
鉤
芳
羽
、
呑
刃
吐
火
、
燕
躍
鳥
峙
、
陵
高
腹
索
、
踊
躍
旋
舞
、
飛
丸
跳

創
、
沸
州
徊
援
、
巳
漁
隈
一
、
鍮
肩
相
受
、
有
仙
駕
崖
、
具
形
拗
虹
、
騎
譴

馳
射
、
狐
兎
驚
走
、
株
儒
巨
人
、
戯
誤
為
麒
、
禽
庇
六
駿
、
白
象
朱
首
、

魚
龍
曼
延
、
隈
緩
山
旱
、
亀
鱈
緞
蛉
、
睾
蓼
鼓
缶
（
蒻
文
類
棗
六
ト
―
―
-
‘

李
尤
、
平
楽
観
賦
）

2

乙
酉
罷
魚
龍
曼
延
百
戯
（
後
没
書
、
安
帝
紀
）

3

永
寧
元
年
、
西
南
夷
搾
国
王
、
叡
襲
及
幻
人
、
能
吐
火
自
支
肝
、
品
牛

馬
頭
、
明
年
元
會
作
之
於
庭
、
安
帝
呉
群
臣
共
観
、
大
奇
之
（
後
洪
書
列

伝
第
四
十
一
、
陳
禅
）

4

永
亨
厄
年
、
憚
国
王
碓
由
調
、
復
遺
使
者
詣
闊
、
朝
聟
、
猷
築
人
及
幻

人
、
能
変
化
吐
火
自
支
解
、
易
牛
馬
頭
、
又
善
跳
丸
数
乃
至
千
（
後
渋
書

列
伝
弟
七
十
五
、
東
夷
）

5

程
角
鍛
之
妙
戯
、
烏
狐
拉
鼎
、
都
慮
尋
撞
、
衝
狭
性
濯
、
舒
突
鋲
鋒
、

跳
丸
剣
之
揮
震
、
走
索
上
而
相
逢
：
．．．． 
総
會
倦
偶
、
戯
豹
舞
糾
、
白
虎
妓
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認
、
蒼
龍
吹
位
、
女
蛾
坐
而
長
歌
、
整
治
鵡
而
蝶
蛇
、
洪
汀
立
而
指
應
：
＇

．．
 
，
巨
獣
百
尋
、
是
為
曼
延
•
…
·
·
呑
刀
吐
火
…
·
:
（
張
衡
、
西
京
賦
）

6

順
帝
永
和
元
年
、
其
王
来
朝
京
帥
、
帝
作
黄
門
鼓
吹
角
餓
賊
以
追
之
(

後
沿
書
列
伝
花
七
十
五
、
東
夷
）

7

祖
含
翌
賜
作
業
角
抵
白
齢
（
後
漢
書
列
仁
第
七
十
九
、
南
句
奴
）

8
目
極
灼
抵
之
観
、
耳
窮
鄭
衛
之
智
（
後
漢
書
列
伝
弟
三
十
九
、
仲
長
統

冒

言

上

理

乱

篇

）

＇

9

恕
遥
故
術
士
儀
•
…
•
作
柴
観
以
角
抵
、
業
閃
罷
、
（
後
漠
書
弟
五
巻
、

礼
儀
志
中
）

10

以
雨
大
絲
純
、
繋
雨
柱
中
、
嗅
間
相
去
敷
丈
、
雨
僣
女
肘
舞
、
行
於
縄

上
、
封
面
道
逢
、
切
肩
不
傾
、
又
蹟
局
出
身
、
蔵
形
於
斗
中
、
鐘
磐
並
作

築
畢
作
魚
龍
曼
延
（
絵
笠
漢
儀
、
後
漠
書
第
五
巻
、
礼
像
志
中
｀

①
先
す
こ
の
賦
の
題
に
い
う
平
楽
観
で
あ
る
か
、
こ
れ
に
は
前
漠
の
武
布
の

時
代
に
上
林
苑
に
あ
っ
た
も
の
と
、
後
漠
の
明
箱
の
時
代
に
策
か
れ
た
も
の

と
の
二
つ
か
あ
る
。
前
者
は
漢
書
武
帝
紀
に
、
「
匹
い
六
年
、
京
師
ノ
民
角

餓
ヲ
上
林
平
業
賎
二
親
ル
」
と
虎
り
、
後
印
は
一
一
輔
黄
図
に
云
後
漠
明
帝
永

平
五
年
、
長
安
二
至
リ
テ
悉
ク
般
簾
井
二
銅
凡
ヲ
取
リ
、
之
ヲ
西
門
外
二
饂

キ
、
平
築
蜆
ヲ
為
ル
」
と
誌
す
。
が
、
賦
の
文
辞
の
中
に
、
「
丙
洛
演
―
一
切

ス
」
と
あ
る
か
ら
都
が
洛
陽
に
移
っ
て
か
ら
、
即
ち
後
漠
の
こ
と
と
な
る
の

で
、
こ
の
平
楽
翫
は
明
帝
の
永
平
五
年
に
築
か
れ
た
そ
れ
と
な
る
。
と
す
る

と
、
こ
の
賦
に
描
か
れ
た
百
戯
は
こ
の
此
以
後
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
戯
車
両
椅
は
車
に
と
り
つ
け
ら
れ
た
「
一
本
竹
」
の
こ
と
。
烏

獲
打
鼎
は
烏
獲
の
人
の
鼎
あ
け
、
す
な
わ
ち
力
持
ち
の
こ
し
f
呑
刀
吐
火
は

古
の
幻
術
の
―
つ
で
刀
を
呑
み
火
を
吐
く
奇
術
の
こ
と
。
燕
躍
烏
峙
の
燕
躍

は
燕
潅
の
こ
と
、
燕
が
浴
す
る
よ
つ
に
身
を
蹂
躍
さ
せ
て
水
盤
を
越
え
る
皿

長
。
淡
高
眼
索
は
綱
わ
た
り
の
こ
と
，
飛
丸
跳
剣
は
多
く
の
玉
や
割
を
次
々

と
取
っ
て
は
投
け
す
る
北
技
、
わ
が
国
の
刀
歪

3

諭
い
相
受
け
一
本
竹
の
受

け
渡
し
、
休
儒
巨
人
戯
納
為
網
は
一
寸
怯
師
と
大
刃
か
附
で
ふ
ざ
け
あ
う
こ

と
。
白
象
朱
月
は
仮
頭
を
つ
け
る
之
店

affl"叫
笈
延
は
古
の
変
幻
の
戯
伽
。

こ
れ
ら
の
白
戯
が
音
楽
に
あ
わ
せ
て
庫
じ
ら
れ
た
。
匂
は
、
延
平
心
り
の
こ

と
で
あ
る

3

こ
れ
も
安
伯
即
位
直
後
り
一
述
の
緊
鮒
政
策
の
一
っ
叉
あ
る
。

凡
龍
曼
延
百
戯
に
つ
い
て
、
劉
附
は
没
官
典
職
を
ひ
い
て
「
九
旗
釆
ヲ
作

シ
、
舎
刊
ノ
獣
四
方
ョ
リ
来
リ
テ
庭
二
戯
ル
。
洲
殿
二
入
リ
水
ヲ
激
シ
化
シ

テ
比
目
焦
卜
成
シ
、
水
ヲ
嗽
テ
~
務
卜
竹
シ
、
化
ソ
テ
瓜
龍
卜
成
ル

3

板
サ
八

丈
、
水
ヲ
出
テ
テ
庭
二
速
戯
ス
」
と
注
し
て
い
る
。
図
、
④
は
と
ち

r

し
も
安

帝
の
永
寧
元
年
の
こ
と
。
打
国
は
直
南
夷
の
閂
名
。
幻
人
は
幻
術
を
行
な
う

人
で
、
手
晶
、
奇
衛
師
の
こ
と

3

刊
支
解
は
、
体
の
閃
節
を
は
す
す
技
。
「

牛
島
頭
を
易
う
」
と
は
牛
や
凡
の
似
叫
を
抒
け
る
こ
と
。
跳
丸
は
手
エ
の
こ

と
3

こ
れ
ら
の
百
以
と
音
来
が
抑
渭
か
ぃ
似
せ
ら
れ
、
そ
れ
な
正
月
の
朝
・
公
q

の
席
で
油
じ
さ
せ
、
天
子
肝
い
と
も
と
も
に
見
物
し
た
の
で
あ
ブ
冗
延
平
元

仕
に
焦
龍
曼
延
の
白
戯
を
廃
廿
し
て
か
八
卜
h
年
を
経
て
再
び
朝
会
と
い
っ

た
朝
廷
の
儀
式
で
ゴ
11
戯
が
行
な
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
応
い
は
、

灼
抵
戯
と
い
え
は
必
す
引
川
さ
れ
る
版
衡
の
西
＇
以
賦
中
の
文
印
て
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
隕
が
、
す
な
わ
七
長
安
に
部
が
あ
っ
た
郎
汎
の
こ
と
ふ
級
べ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
こ
て
は
と
ら
な
い
し
が
、
先
の
李
尤
の
平
斐
叫
胤
と

比
べ
て
み
る
と
、
百
戯
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
3

つ
ま
り
肋
漠
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
後
泌
に
受
け
継
が
れ
て
来
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
仰
は
黄
門
妓
吹
の
項
に
引
用
し
た
も
の
。
た
だ
注
心
し
た
い

の
は
、
東
方
の
夷
で
あ
る
火
餘
国
の
王
が
米
朝
し
た
と
き
こ
れ
を
侃
し
た
と

い
う
こ
と

c
mは
、
順
帝
の
泌
安
二

11の
こ
と
て
あ
る
し
習
は
大
灯
大
鴻
肱
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に
昭
し
て
、
諸
国
の
人
質
の
王
子
た
ち
と
共
に
、
広
陽
城
門
外
に
於
い
て

南
庭
の
単

f
の
旅
立
ち
を
見
送
る
宴
を
催
し
、
角
抵
百
戯
を
見
物
し
た
。
⑧

は
、
仲
長
統
の
冒
言
十
二
巻
の
う
ち
の
理
乱
篇
の
文
章
で
あ
る
。
君
子
が
臣

下
と

9

在
に
耽
り
、
上
↑
韮
心
を
同
じ
う
し
て
角
敏
の
戯
を
見
物
し
、
鄭
術
の
音

楽
を
楽
し
む
。
そ
の
た
め
天
下
の
政
治
が
乱
れ
、
四
夷
が
中
国
を
侵
す
に
至

る
、
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
の
こ
と
を
い
っ
た
も
の
か
わ
か

ら
な
い
が
、
著
者
の
仲
長
統
は
字
を
公
理
と
い
い
、
山
陽
高
平
の
人
で
、
建
安

中
、
竹
蛾
の
推
挙
で
尚
青
郎
と
な
り
、
後
、
叡
帝
が
退
位
し
た
延
康
元
年
に

死
ん
だ
人
で
あ
る
か
ら
、
後
漠
末
の
こ
と
を
諷
刺
し
た
も
の
と
息
わ
れ
る
。

⑨
、
⑩
は
何
時
制
定
さ
れ
た
制
良
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
礼
俄
志
に

誌
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
没
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
⑱
は
、
季
冬
の
月
に
衛
土
（
宮
中
を
設
術
す
る
土
卒
）
を
慰
労
す

る
た
め
に
宴
席
を
設
け
、
そ
の
時
音
楽
か
奏
せ
ら
れ
角
抵
戯
が
演
じ
ら
れ
た
、

と
い
う
の
で
あ
り
、
⑩
は
、
酉
官
が
新
年
を
賀
す
る
朝
会
で
行
な
わ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
日
、
百
官
は
こ
と
ご
と
く
賜
を
受
け
て
宴

髪
し
、
綱
渡
り
、
焦
龍
曼
延
の
戯
を
見
物
し
た

C

以
上
を
整
理
し
て
み
る
と
、
①
角
抵
戯
は
、
秤
類
、
内
容
共
そ
の
ま
ま
前

漠
か
ら
受
け
継
か
れ
た
。
②
そ
し
て
後
漠
の
全
時
代
を
辿
じ
て
行
な
わ
れ

た
。
③
西
域
の
揮
国
か
ら
新
し
い
音
楽
や
百
戯
師
が
献
ぜ
ら
れ
た
。
④
白
戯

は
常
に
朝
廷
の
管
理
下
に
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
甕
ハ
典
に
い
う
「
餃
設
少
府
の
属
官
の
承
華
令
が
百
戯
師
二
十
七
人
を

典
っ
た
」
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
る
。
（
白
戯
師
―
―
十
七
人
と
い
う

の
は
少
な
す
き
る
か
、
こ
れ
は
多
分
、
各
U

の
戯
の
座
頭
た
け
を
数
え
た
も

の
で
あ
ろ
う
）

鼓

吹

1

妓
吹
二
十
人
、
非
常
艮
（
続
泣
百
官
志
ー
補
注
、
通
典
職
巨
、
應
助
漠

官
儀
上
）

2

鼓
欧
為
国
盤
娯
、
禦
伽
爪
牙
（
北
堂
書
紗
、
低
飾
部
、
應
励
漢
宜
儀
上
）

3
遣
大
鴻
脇
持
節
澁
送
使
伎
人
奴
婢
妓
上
妓
吹
悉
従
（
後
漠
書
列
伝
三
十

二
、
楚
王
英
）

4
八
年
打
超
為
将
兵
長
史
、
仮
妓
吹
憧
厖
（
後
漠
書
列
伝
第
三
十
七
、
班

超）

5

其
餘
所
受
虎
真
官
騎
及
諸
工
技
鼓
吹
倉
政
奴
婢
兵
弩
厩
馬
、
皆
上
辺
本

署
（
後
淡
書
列
伝
第
四
十
巻
、
梁
節
王
暢
伝
）

6

子
飾
王
錯
尉
、
錯
為
太
了
時
、
愛
康
鼓
吹
妓
女
宋
圏
（
後
泣
書
列
伝
第

三
十
二
、
済
南
安
王
康
）

7
陳
心
桓
典
面
豪
令
史
十
人
狩
羽
林
騎
、
趾
車
介
士
、
前
後
鼓
吹
五
習
巳
、

太
尉
楊
賑
碑
）

8
間
盗
令
史
十
人
登
羽
林
給
軽
車
介
士
、
前
後
部
鼓
吹
又
勅
麟
騎
腔
軍
官

恥
司
空
法
駕
送
至
菌
笙
（
後
没
書
列
伝
第
四
十
四
、
楊
震
）

9
頃
諸
鼓
吹
、
求
巽
妓
（
繁
欽
、
肘
魏
太
子
書
）

釦
、
③
は
と
も
に
應
励
の
漠
官
儀
に
誌
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
鼓
吹
の
人
員
は
二
十
人
で
常
時
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
奏

楽
は
、
国
の
娯
楽
と
武
臣
と
近
衛
兵
の
た
め
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
じ
固
大
鴻
腿
は
凋
官
の
大
行
人
に
あ
た
り
、
外
国
の
宜
客
を
接
待
す
る
こ

と
を
PJ
る

J

節
は
天
子
か
ら
姐
わ
る
符
節
（
わ
り
ふ
）
。
楚
王
英
け
そ
の
脱
年

成
老
の
学
を
好
み
、
仏
教
を
信
伺
し
、
金
記
玉
鶴
を
作
っ
て
そ
れ
に
文
字
を

刻
ん
で
符
瑞
と
し
た
か
、
永
平
十
三
年
漁
陽
王
平
顛
忠
等
と
逆
謀
の
事
あ
り

と
し
て
楚
王
を
や
め
さ
せ
ら
れ
て
、
丹
協
痙
縣
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
時
大
鴻
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脳
が
節
を
も
っ
て
護
送
し
、
芙
は
伎
人
こ
ゎ
ざ
お
ぎ
、
や
く
し
ゃ
）
奴
婢
、

妓
士
（
う
た
ひ
め
、
ま
い
ひ
め
）
と
共
に
鼓
吹
を
こ
と
こ
と
べ
従
わ
せ
た
。

国
は
、
き
帝
の
建
初
八
年
の
こ
と
。
班
超
を
将
兵
長
史
（
和
帝
永
応
十
悶
年

に
初
め
て
置
か
れ
た
官
で
、
日
南
部
に
駐
在
し
た
）
と
な
し
鼓
吹
や
性
虚
（

儀
使
に
用
い
る
は
た
の
ほ
り
の
た
ぐ
い
）
を
賜
わ
っ
た
。
址
超
は
こ
の
時
西

域
諸
国
を
征
伐
し
、
つ
い
て
亀
絃
国
に
進
攻
せ
ん
こ
と
を
上
奏
し
、
．
帝
の
浴

る
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
翌
ハ
年
こ
の
官
を
賜
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
将
軍
に

鼓
吹
を
号
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
古
今
楽
録
は
次
の
よ
う
に
込
べ
て
い
る
。

「
仙
吹
ハ
胡
業
ナ
リ
、
張
窯
西
域
二
入
リ
テ
其
法
ヲ
長
安
二
催
へ
、
唯
、
摩

試
兜
勒
一
曲
ヲ
得
タ
リ
。
李
延
年
之
二
因
テ
更
―
一
新
声
―
-
＋
八
解
ヲ
造
ル
、

乗
輿
以
テ
武
渠
卜
為
ス
。
後
漠
以
テ
邊
将
二
給
ス
。
萬
人
将
軍
之
ヲ
得
、
俗

用
二
在
ル
者
、
黄
鵠
、
胤
顕
、
出
闘
、
入
刷
、
出
塞
、
入
塞
、
折
楊
柳
、
黄

五
子
、
赤
之
楊
、
望
行
人
ノ
十
曲
有
リ
」
と
。
こ
れ
に
よ
る
と
将
軍
に
鼓
吹

を
給
す
る
こ
と
は
後
漠
に
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
習
中
具
書
に

よ
る
と
、
「
漠
武
帝
ノ
時
、
南
越
二
交
趾
、
九
真
、
日
南
、
合
浦
、
南
海
、
鬱
林

蒼
粕
七
都
ヲ
加
置
シ
、
哲
岐
吹
ヲ
侶
ス
」
と
あ
り
、
前
漠
の
式
帝
の
頃
か
ら

既
に
こ
の
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
も
あ
れ
、
蒋
平
の
与
え
ら
れ

る
鼓
吹
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
西
域
の
音
楽
を
本
に
し
て
李
延
年
が
作
っ

た
も
の
で
、
前
漢
の
武
帝
が
式
楽
と
名
付
け
た
も
の
で
虎
る
。
逍
超
が
賜
わ

っ
た
鼓
吹
も
こ
の
類
て
あ
っ
た
ろ
う
。
武
楽
が
将
兵
を
尉
問
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
た
こ
と
は
、
後
漠
書
列
伝
第
十
巻
、
祭
追
伝
に
「
（
建
武
）
八
什
秋

,; ．．． 
遵
が
焚
二
幸
シ
テ
士
卒
ヲ
焚
饗
シ
、
黄
門
武
業
ヲ
作
ス
。
良
夜
ニ
シ
テ

乃
チ
罷
ム
」
と
誌
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
飼
和
帝
の
永
元
五

年
、
梁
の
節
王
暢
に
、
謀
叛
の
こ
と
あ
り
と
し
て
像
列
刺
史
に
訴
え
ら
れ
た

が
、
帝
に
許
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
目
ら
上
疏
謝
許
し
て
令
ま
で
の
己
の
不
敏

を
仙
い
、
領
土
の
う
ち
四
県
を
返
辿
し
、
小
妻
三
十
七
人
の
う
ち
、
子
な
き

者
を
実
家
に
袖
し
、
奴
婢
二
，
11
人
な
選
ん
て
上
め
、
そ
の
他
の
応
買
（
附
佑

を
つ
か
さ
ど
る
）
宜
騎
及
び
諮
ミ
の
エ
仮
、
妓
吹
、
合
叫
（
奴
は
）
、
兵
弩

嗣
馬
に
み
な
本
器
（
中
央
の
官
署
）
に
辿
辿
せ
ん
こ
と
を
巾
し
出
で
た
。
こ

こ
で
、
鼓
吹
が
諮
工
及
（
わ
ざ
お
ぎ
）
の
後
、
介
叫
（
と
れ
い
）
の
前
に
誌

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
武
楽
の
妓
吹
で
は
な
＇
＼
、
う
た
い
め
ゃ
楽
人
た
ら
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仰
康
と
は
済
南
安
王
康
の
こ
と
。
建
武
卜
五

年
済
南
公
に
、
十
七
年
に
は
王
と
な
り
、
三
卜
什
半
似
の
六
県
を
加
舶
さ
れ

た
が
、
後
、
不
軌
の
事
を
謀
議
し
て
い
る
と
告
け
ら
れ
て
五
111定
を
削
ら
れ

た
。
建
初
八
年
、
こ
の
五
恥
を
蘊
さ
れ
て
以
後
、
財
貨
を
ふ
や
し
、
亨
口
生
左

J

修
築
し
、
二
奢
移
恣
欲
ニ
シ
テ
遊
観
簡
ナ
シ
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
舛
収
な
生

活
を
送
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
康
が
立
っ
て
止
十
九
什
に
し
て
死
す
る
や
、
そ

の
子
錯
が
圏
王
と
称
し
た
。
こ
の
人
が
太
子
の
と
き
か
ら
、
父
の
岐
吹
の
妓

女
、
宋
闇
を
愛
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遊
沿
に
耽
っ
に
安

王
康
の
昨
に
は
鼓
吹
か
あ
っ
た
こ
と
か
わ
か
る
じ
⑦
、
⑧
は
、
同
じ
こ
と
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
訟
は
、
松
賜
が
死
ん
だ
と
き
、
左
中
郎
腔

郭
儀
を
使
い
と
し
て
、
司
空
諒
騎
将
軍
の
印
絞
を
贈
り
、
そ
の
炸
儀
に
際
し

て
は
、
侍
糾
史
に
符
節
を
拉
っ
て
喪
を
込
ら
せ
、
蘭
台
〈
jJ

史
（
奏
れ
及
び

国
エ
文
書
を
つ
か
さ
ど
る
官
）
＋
人
が
羽
林
騎
（
天
子
を
設
向
す
る
此
）
、

一
軽
車
介
士
（
戦
車
の
武
装
兵
士
）
、
前
後
部
鼓
吹
を
率
い
、
ま
た
い
款
悶
訊
阜

の
官
属
に
勅
し
て
司
空
の
法
船
で
硲
地
ま
で
送
ら
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

祁
後
部
鼓
吹
は
、
柩
を
諮
地
に
述
ぶ
迅
中
に
、
又
そ
の
葬
儀
に
用
い
ら
れ
た

こ
と
か
分
か
る

3

前
後
部
鼓
吹
と
い
う
い
い
方
は
、
直
11
小
雑
叫
に
も
見
え

る
。
「
漠
ノ
大
駕
、
甘
凩
扮
陰
二
糾
勺
千
乗
迅
騎
ヲ
仙
へ
、
政
門
前
後
部

鼓
吹
有
リ
」
と
。
こ
れ
は
入
子
か
廿
凩
扮
陰
に
大
地
を
詞
っ
た
と
き
、
そ
の
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歯
簿
に
前
部
鼓
吹
、
後
部
鼓
吹
が
従
っ
て
い
た
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
即
ち
鼓
吹
が
い
わ
ゆ
る
道
路
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
⑨
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
黄
門
鼓
吹
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
に
い
う
諸
鼓
吹

が
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
諸
鼓
吹
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
ん
な
性
格
の
鼓
吹
が
あ
っ
・

た
ら
し
い
こ
と
は
わ
か
る
。
例
え
ば
、
曹
植
肇
舞
歌
序
に
は
、
「
漢
霊
帝
ノ

西
園
鼓
吹
二
李
堅
ト
イ
フ
者
、
能
ク
整
舞
ス
ル
有
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
西
園
は
漢
の
上
林
苑
の
異
名
で
あ
る
。
上
林
苑
に
も
専
属
の
鼓
吹
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
鼓
吹
は
大
別
し
て
三
つ
、
①

政
府
機
関
に
属
す
る
も
の
、
③
王
族
諸
侯
に
属
す
る
も
の
、
③
将
軍
に
賜
わ

る
も
の
に
分
か
れ
る
。
更
に
①
政
府
機
関
に
属
す
る
も
の
は
、
イ
国
の
娯
楽

の
た
め
の
も
の
、
口
前
後
部
鼓
吹
の
よ
う
に
歯
簿
に
従
う
も
の
、
バ
、
上
林

苑
な
ど
に
属
す
る
も
の
に
わ
か
れ
、
③
王
侯
に
属
す
る
も
の
は
、
玉
侯
の
娯

楽
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
中
央
の
黄
門
鼓
吹
に
似
て
い
る
。
③
将
軍
に
賜
わ

る
も
の
は
、
将
兵
の
志
気
を
鼓
舞
し
、
そ
の
労
苦
を
慰
め
る
た
め
に
用
い
ら

れ
る
。

採

詩漢
書
芸
文
志
に
よ
る
と
、
武
帝
が
楽
府
を
立
て
て
か
ら
歌
謡
す
な
わ
ち
代

趙
の
謳
、
秦
楚
の
風
が
採
集
さ
れ
、
「
亦
以
テ
風
俗
ヲ
観
、
薄
厚
ヲ
知
ル
ベ

ジ
ト
云
フ
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
楽
府
の
創
設
が
民
謡
民
歌
の
採
集
を
も
た
ら

し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
哀
帝
の
時
楽
府
の
廃
止
と
と
も

に
罷
め
ら
れ
た
が
、
後
漢
に
は
い
る
と
、
直
ち
に
復
活
さ
れ
た
。
例
え
ば
次

の
諸
例
は
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

廣
求
民
僕
、
観
納
風
謡
（
後
漢
書
列
伝
第
六
十
六
循
吏
伝
序
）

和
帝
即
位
、
分
遣
使
者
皆
微
服
箪
行
、
各
至
州
縣
観
採
風
謡
（
後
漢
書
[

列
伝
第
七
十
二
上
李
部
）

8

聡
民
庶
之
謡
吟
、
問
路
曳
之
所
憂
（
後
漢
書
列
伝
第
四
十
七
劉
陶
）

4

光
和
五
年
詔
公
卿
以
謡
言
、
攀
刺
史
二
千
石
為
民
嚢
害
者
（
同
上
）

5

詔
三
府
操
風
畢
謡
言
（
後
漢
書
列
伝
第
五
十
七
恕
榜
）

①
光
武
の
政
治
を
述
ぺ
た
も
の
。
帝
は
民
の
間
に
あ
っ
て
、
百
姓
の
苦
労
や

農
事
の
穀
難
を
見
聞
き
し
て
育
っ
た
。
そ
の
た
め
即
位
し
て
も
勤
約
を
実
[
汀

し
広
く
民
の
困
苦
す
る
と
こ
ろ
を
探
求
し
、
そ
の
地
方
の
民
謡
民
歌
を
採
集

し
て
そ
の
民
情
を
察
し
．
．
政
治
を
お
こ
な
っ
た
・
。
こ
の
結
果
内
外
の
官
吏
怠
ら

ず
、
人
民
は
安
ん
じ
て
そ
の
仕
事
に
励
ん
だ
と
い
う
。
②
和
帝
の
時
の
こ

と
。
使
者
を
各
州
縣
に
つ
か
わ
し
て
、
そ
の
民
歌
民
謡
を
採
集
さ
せ
た
。
⑱

劉
陶
が
桓
帝
に
奉
っ
た
上
議
の
文
章
の
一
節
。
こ
の
時
鋳
銭
の
詔
が
下
さ
れ

た
こ
と
に
感
じ
て
「
願
ハ
陛
下
復
薄
ノ
禁
ヲ
寛
ク
シ
、
冶
錯
ノ
議
ヲ
後
ニ
シ

テ
、
民
庶
ノ
謡
吟
ヲ
聴
キ
、
路
里
ノ
憂
フ
ル
所
ヲ
問
ヒ
云
々
」
と
上
奏
し

た
。
（
路
史
は
路
傍
の
老
人
）
そ
し
て
彼
は
、
近
頃
聞
く
征
夫
飢
労
の
歌
は

小
雅
鴻
雁
之
篇
よ
り
は
げ
し
い
と
忠
告
し
た
た
め
、
帝
は
つ
い
に
銭
を
鋳
し

な
か
っ
た
。
④
震
帝
の
光
和
五
年
の
こ
と
。
劉
陶
は
事
あ
る
毎
に
直
諫
し

「
天
下
ノ
大
颯
ハ
皆
宦
官
二
由
レ
リ
」
と
上
疏
し
た
た
め
に
、
宦
官
の
識
言

を
蒙
っ
て
獄
中
に
死
ん
だ
が
、
後
帝
は
劉
陶
の
言
を
納
れ
て
、
め
の
詔
を
出

し
た
。
二
千
石
以
上
の
刺
史
で
民
を
苦
し
め
る
者
を
、
謡
言
を
参
考
に
し
て

選
び
出
さ
し
め
た
。
謡
言
は
劉
昭
の
注
は
「
百
姓
ノ
風
謡
ノ
善
悪
ヲ
聴
テ
之

ヲ
麒
院
ス
ル
ヲ
謂
フ
ナ
リ
」
と
述
べ
る
。
民
歌
民
謡
に
怨
恨
の
気
風
が
あ
れ

ば
悪
政
に
よ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
⑮
霙
帝
の
時
の
こ
と
。
沌
榜
は

2
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若
く
し
て
清
節
が
あ
り
、
清
詔
使
と
な
っ
て
各
州
を
巡
察
し
、
後
に
光
腺
勲

主
事
と
な
っ
た
。
そ
の
時
三
府
（
太
尉
・
司
空
・
司
徒
）
の
属
官
た
ち
に
詔

し
て
謡
言
を
挙
げ
さ
せ
た
。
榜
は
、
刺
史
二
千
石
、
権
豪
の
党
二
十
餘
人
を

奏
上
し
て
い
る
。
劉
昭
は
こ
こ
で
漢
官
儀
を
引
い
て
注
を
し
て
「
三
公
、
長

吏
ノ
威
否
、
人
ノ
疾
苦
ス
ル
所
ヲ
聴
采
シ
テ
、
還
夕
條
之
ヲ
奏
ス
、
是
ヲ
挙

グ
ト
為
ス
」
と
。

以
上
の
諸
例
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
後
漢
に
於
い
て
も
採
詩
、
採
歌

謡
、
挙
謡
言
の
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
漢
で
は
楽
府
に

於
い
て
諸
国
の
歌
謡
が
集
め
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
に
対
し
、
後
漢

で
は
こ
れ
ら
の
歌
謡
が
あ
る
特
定
の
官
署
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は

見
え
な
い
。
採
集
に
つ
い
て
は
三
府
の
属
官
た
ち
、
あ
る
い
は
使
者
が
行
な

っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
だ
が
。
蜀
童
謡
、
荊
州
童
謡
、
京
都
童
謡
、
天

下
童
謡
な
ど
、
諸
国
の
童
謡
が
五
行
志
に
記
載
さ
れ
、
こ
れ
が
す
べ
て
楽
府

詩
集
雑
曲
歌
辞
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
楽
府
の
後
身
で
あ

る
機
関
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

朝
廷
と
俗
楽

前
漢
武
帝
が
楽
府
を
設
立
し
て
以
来
、
代
々
の
天
子
が
俗
楽
を
好
ん
だ
こ

と
は
、
桓
謳
の
「
桓
子
新
論
下
」
に
「
漢
ノ
三
主
、
内
二
黄
門
エ
侶
ヲ
置

ク
」
と
誌
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
盛
大
な
こ

と
は
「
背
余
、
孝
成
帝
ノ
時
二
在
リ
テ
築
府
令
タ
リ
。
凡
ソ
典
頷
ス
ル
ト
コ

ロ
ノ
偶
優
伎
業
、
蓋
シ
千
人
有
リ
」
（
北
堂
書
紗
未
改
本
五
十
五
）
と
あ
る

こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
。
緩
和
二
年
、
こ
の
、
俗
楽
を
取
り
扱
う
官
署
で
あ

る
楽
府
は
、
哀
帝
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
勢
い
は
後
漢
に
入
っ
て

も
衰
え
る
こ
と
な
く
、
常
に
諸
帝
の
好
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

1

召
輝
拝
義
郎
給
事
中
、
帝
佃
詰
軸
令
鼓
琴
、
好
其
繁
墜
（
後
没
害
列
伝

第
十
六
、
宋
弘
）

2

黄
門
エ
鼓
琴
者
有
任
呉
卿
、
旗
長
俯
、
能
偲
其
度
敷
、
妙
鼎
追
啓
（
文

選
、
司
馬
紹
統
贈
山
濤
詩
注
）

8

二
十
八
年
北
勾
奴
復
遣
使
詣
閾
貢
馬
及
炎
、
更
乞
和
親
井
請
音
業
（
後

漢

書

列

伝

第

七

十

九

、

南

勾

奴

）

．

4

泰
古
畢
、
四
夷
間
奏
、
徳
廣
所
及
、
傑
保
兜
離
、
岡
不
具
集
、
寓
業
仰

（
班
固
、
東
都
賦
）

5

今
遣
従
事
史
李
陵
典
恭
艘
送
詣
閾
、
井
上
其
業
詩
、
北
II
在
聖
帝
、
舞
四

夷
之
業
、
今
之
所
上
、
庶
備
其
一
（
後
淡
書
列
第
七
十
六
、
西
南
夷
）

6

前
史
稲
桓
帝
好
音
業
、
善
琴
笙

7

霙
帝
好
胡
服
、
胡
帳
、
胡
肱
、
胡
座
、
胡
飯
、
胡
空
疾
、
胡
笛
、
胡
舞

（
後
漢
書
五
行
志
一
）

①
桓
識
が
義
郎
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
建
武
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
桓
諏
は

偶
楽
を
嗜
み
、
音
神
を
好
み
、
善
＜
琴
を
弾
じ
た
。
帝
は
「
其
ノ
繁
啓
ヲ
（

音
調
の
複
雑
な
音
楽
）
ヲ
好
ン
デ
」
常
に
彼
を
召
し
て
琴
を
ひ
か
せ
た
が
、

彼
を
推
挙
し
た
宋
弘
は
こ
れ
を
よ
ろ
こ
ば
ず
、
桓
諏
を
直
め
て
、
「
今
敷

u

鄭
墜
ヲ
進
メ
テ
以
テ
雅
頌
ヲ
颯
ル
。
忠
正
ノ
者
二
非
ザ
ル
ナ
リ
」
と
い
っ
た

と
い
う
。
雅
頌
な
ど
の
正
統
的
な
音
楽
で
な
く
、
鄭
術
の
楽
、
す
な
わ
ち
俗

楽
を
帝
に
進
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
術
が
俗
楽
を
好
ん
だ
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
⑳
は
、
桓
子
新
論
に
見
え
る
こ
と
ば
。
黄
門
と
は
官
署
の
名

で
、
宮
中
に
給
事
す
る
と
こ
ろ
。
こ
こ
に
琴
を
弾
ず
る
に
巧
み
な
者
、
任
屈

卿
と
虞
長
俯
が
居
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
の
こ

と
か
わ
か
ら
な
い
。
⑱
二
十
八
年
と
い
う
の
は
建
武
の
こ
と
。
そ
の
前
年
、

北
単
手
が
使
を
追
わ
し
て
和
親
を
求
め
て
来
た
が
朝
議
が
決
ま
ら
ず
、
回
笠
P
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が
遅
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
再
び
使
い
を
遣
わ
し
て
馬
と
皮
ご
ろ
も
を
猷
じ
、

璽
ね
て
和
親
を
乞
う
と
共
に
音
楽
を
請
う
た
。
音
楽
を
乞
う
と
い
う
の
は
、

••• 

単
子
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
、
「
先
帝
ノ
時
、
呼
韓
邪
二
賜
ヒ
シ
所
ノ
竿
忍
空

候
、
皆
敗
レ
タ
リ
、
願
ハ
ク
ハ
復
夕
賜
ハ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
裁
セ
ヨ
」
と
あ
り
、

漠
の
朝
廷
に
竿
や
毯
や
空
候
（
く
だ
ら
ご
と
、
今
日
の
ハ
ー
プ
に
似
た
も

の
）
を
賜
わ
り
た
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
は
与
え
な
か
っ
た
ら

し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
楽
器
が
朝
廷
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の

楽
器
は
俗
楽
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
④
泰
古
畢
わ
る
と
は
上
古
の
音

楽
が
終
わ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
「
太
師
業
ヲ
奏
シ
、
金
石
ヲ
陳
ネ
、
絲
竹

ヲ
布
ク
、
銃
鼓
鑑
鋤
ト
シ
チ
管
絃
暉
燈
タ
リ
。
五
墜
ヲ
抗
ゲ
、
六
律
ヲ
極
メ

、
功
ヲ
歌
ヒ
、
八
伶
ヲ
舞
ヒ
、
部
武
備
ハ
リ
」
て
上
古
の
音
楽
が
一
通
り
終

わ
る
と
、
四
夷
藩
国
の
楽
が
奏
せ
ら
れ
る
。
傑
と
は
北
夷
の
音
楽
、
保
と
は

東
夷
の
音
楽
、
兜
も
夷
国
の
楽
、
朱
離
と
は
西
夷
の
音
楽
を
い
う
。
三
朝
の

日
、
す
な
わ
ち
元
旦
に
文
武
の
百
官
諸
侯
が
宴
業
し
、
そ
の
際
、
上
古
の
音

業
（
雅
策
）
、
四
夷
の
音
業
（
俗
築
）
が
奏
さ
れ
た
。
東
都
賦
の
こ
の
部
分

は
、
明
帝
の
時
の
こ
と
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
⑮
西
南
夷
の
中
の
作
都
夷

に
つ
い
て
の
記
録
。
こ
の
種
族
は
今
の
四
川
省
の
地
に
居
た
ら
し
い
。
永
平
・

中
、
益
州
の
刺
史
梁
国
の
朱
輔
が
夷
族
の
宣
撫
に
心
掛
け
た
結
果
、
白
狼
、

槃
木
、
唐
取
等
百
餘
国
、
戸
百
三
十
餘
萬
、
口
六
百
萬
以
上
が
こ
ぞ
っ
て
奏

貢
し
た
。
時
に
腱
為
郡
橡
田
恭
と
い
う
者
が
あ
っ
で
、
夷
語
に
通
じ
て
い
た

の
で
、
そ
の
風
俗
を
記
録
し
、
そ
の
こ
と
ば
を
訳
し
、
そ
の
音
業
を
朝
廷
に

奉
ら
せ
、
昔
聖
帝
が
四
夷
の
業
を
舞
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
を
も
そ
の
一
に

数
え
て
備
存
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
と
上
疏
し
た
。
そ
の
こ
と
を
誌
し
た
一
文

で
あ
る
。
⑱
前
史
と
は
、
劉
昭
の
注
に
よ
れ
ば
東
観
記
を
い
う
。
こ
の
文
は

桓
帝
紀
の
論
日
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
故
事
、
逸

話
と
い
っ
た
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
帝
自
ら
琴
、
笙
と
い
っ
た

絲
竹
の
業
を
善
く
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
音
業
が
宮
廷
に
深
く
入

り
こ
み
、
そ
れ
を
演
奏
す
る
業
人
た
ち
が
宮
廷
内
に
居
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
⑦
こ
れ
も
⑱
に
類
す
る
も
の
だ
が

胡
笛
‘
胡
空
疾
、
胡
舞
を
好
ん
だ
と
い
う
の
は
、
北
方
異
民
族
の
音
楽
を
愛

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
平
御
覧
に
は
ま
た
、
「
霊
帝
善
ク
琴
ヲ
鼓
シ

洞
簾
ヲ
吹
ク
」
と
あ
り
、
俗
楽
の
愛
好
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

天
子
自
ら
俗
楽
を
好
み
、
朝
廷
内
に
黄
門
鼓
吹
を
置
い
て
盛
ん
に
こ
れ
を

演
奏
せ
し
め
て
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
侯
や
貴
戚
蔽
族
が
俗
楽

を
愛
好
し
、
こ
れ
に
倣
っ
て
鼓
吹
妓
女
を
置
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
ろ

う
。
前
漢
書
は
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
「
内
二
披
庭

材
人
有
リ
、
外
二
上
林
業
府
有
リ
、
皆
鄭
整
ヲ
以
テ
朝
廷
二
施
ス
・
・
・
・
・
・
成
帝

ノ
時
、
鄭
墜
尤
モ
盛
ン
ニ
シ
テ
、
黄
門
ノ
名
偶
丙
彊
、
景
武
之
属
、
世
二
富

顕
ス
。
野
戚
正
低
‘
定
罠
‘
窟
平
外
戚
ハ
家
‘
淫
俊
度
峯
平
、

JV
主
ぃ
女

翠
ぶ
己
至
ぃ
…
・
'
：
哀
帝
既
二
楽
府
ヲ
罷
ム
、
然
レ
ド
モ
芹
足
龍
況
i
ん

裟
、
又
雅
楽
ヲ
制
シ
テ
以
テ
相
変
ズ
ル
コ
ト
有
ラ
ズ
。
豪
富
茫
野
‘
脚
沖

臣
若
が
加
」
と
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
前
漢
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
次

の
資
料
は
、
後
漢
に
於
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

1

成
少
白
工
吹
竿
、
見
安
昌
侯
張
子
夏
鼓
琴
、
謂
日
、
音
不
通
千
曲
以
上

不
足
以
為
知
音
（
御
賢
五
百
八
十
一
、
桓
暉
新
論
）

2

融
外
戚
豪
家
、
多
列
女
侶
歌
舞
於
前
（
後
漢
書
列
伝
第
五
十
四
、
感

植）

8

府
署
第
館
楽
列
於
都
邸
、
子
弟
支
附
過
半
於
州
國
、
南
金
和
宝
氷
執
霧
い
-

諸
侯
、
外
戚
、
豪
家
と
俗
楽
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之
稜
、
盈
但
珍
蔵
、
媚
媛
侍
児
歌
童
舞
女
之
玩
、
充
備
綺
室
（
後
漠
害
列

伝
第
六
十
八
、
宦
者
序
）

4
・
褒
武
何
功
兄
弟
父
子
一
門
三
侯
、
又
多
取
披
庭
宮
人
、
作
柴
飲
諧
（
後

漢
書
列
伝
第
五
十
六
、
陳
蕃
）

5

頃
諸
鼓
吹
廣
求
異
妓
、
時
都
尉
膵
訪
車
子
、
年
十
四
、
能
喉
囀
引
整
、

輿
茄
同
音
…
•
•
'
（
繁
欽
、
輿
魏
太
子
書
、
文
選
）

6

豪
人
之
室
連
棟
数
百
、
膏
田
満
野
、
奴
婢
千
群
、
徒
附
萬
計
…
…
妖
童

美
妾
填
乎
綺
室
、
偶
謳
妓
業
列
乎
深
堂
（
後
漢
書
列
伝
第
三
十
九
、
仲
長

統
理
乱
篇
）

7

謁
者
比
四
百
石
、
本
注
日
、
掌
冠
長
冠
、
本
員
十
六
人
、
後
減
證
染
長

本
注
日
主
業
人
（
後
漢
書
第
二
十
八
、
百
官
志
五
）

①
安
昌
は
今
の
河
南
省
確
山
県
の
西
に
置
か
れ
た
県
の
名
。
（
成
帝
の
と
き
、

安
昌
侯
に
封
じ
ら
れ
た
張
萬
は
字
を
子
文
と
い
う
か
ら
、
張
子
夏
と
は
別
人

で
あ
る
）
。
子
夏
は
諸
侯
の
身
で
、
自
ら
琴
を
鼓
し
た
。
桓
帝
が
自
ら
琴
を
喜

く
し
た
こ
と
に
類
す
る
。
②
融
は
馬
融
の
こ
と
。
彼
は
明
徳
皇
后
（
馬
援
の

女
、
明
帝
の
后
）
の
従
姪
（
い
と
こ
の
こ
）
で
あ
る
か
ら
、
外
戚
の
豪
家
と
い

う
わ
け
。
家
に
女
偶
（
お
ん
な
や
く
し
ゃ
）
を
多
く
貯
え
、
宴
席
で
歌
舞
を
さ

せ
た
。
嵐
植
は
、
鄭
玄
と
共
に
馬
融
に
学
ん
だ
の
だ
が
、
眼
前
で
女
偶
の
歌
舞

が
催
さ
れ
て
も
そ
れ
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
⑱
明
帝
の
時
代
か
ら
延
平
（
復
帝
）
に
か
け
て
、
宦
官
の
任
用
が
よ
う

や
く
重
く
ま
た
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
人
員
も
増
え
て
、
中
常
侍
七
人
、
小
黄

門
二
十
七
人
と
な
っ
た
。
そ
し
て
更
に
、
孫
定
が
順
帝
を
、
曹
騰
が
桓
帝
を

擁
立
す
る
の
策
を
建
て
て
以
来
、
二
帝
は
そ
の
恩
義
に
感
じ
て
ま
す
ま
す
彼

ら
を
屯
用
し
た
。
そ
れ
以
後
、
そ
の
府
署
第
宅
は
城
の
内
外
に
立
ち
並
び
、

そ
の
子
弟
緑
者
は
州
国
に
半
ば
し
、
宝
物
財
物
は
そ
の
倉
に
満
ち
、
嫡
（
そ

ば
め
）
媛
（
た
お
や
め
）
、
侍
児
（
こ
し
も
と
）
歌
蛮
舞
女
た
ち
が
美
し
い

部
屋
に
溢
れ
た
と
い
う
。
④
密
武
は
融
の
玄
孫
、
字
は
栃
平
。
虻
女
は
桓
帝
の

皇
后
と
な
る
。
娠
帝
の
と
き
大
将
軍
と
な
り
、
皿
料
餃
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、

陳
蕃
と
共
に
政
を
輔
け
て
宦
官
を
誅
し
よ
う
と
謀
り
、
前
節
等
に
殺
さ
れ

た
。
密
氏
は
一
門
か
ら
一
二
侯
を
川
し
、
多
く
の
披
庭
出
人
（
後
宜
の
店
女
）

を
連
れ
て
来
て
宴
を
開
き
音
業
を
認
い
て
築
し
ん
だ
と
い
う
。
霰
武
が
外
戚

の
豪
家
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
的
先
に
黄
門
鼓
吹
の
項
で
引
用
し
た
も

の
だ
が
、
こ
れ
は
緊
欽
が
当
時
魏
の
太
子
で
あ
っ
た
前
不
に
宛
て
た
も
の
で

あ
る
。
文
中
、
「
聖
憫
好
奇
ヲ
兼
愛
ス
」
ー
~
す
ぐ
れ
て
個
性
あ
る
う
た
う

た
い
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
ー
—
と
あ
る
が
、
好
奇
の
う
た
う
た
い
を
広
く
求

め
て
い
た
ら
し
く
、
繁
飲
は
「
一
度
認
キ
給
ハ
バ
必
ズ
餘
歓
ア
ラ
ン
」
と
し

て
膵
訪
の
御
者
で
年
十
四
に
な
る
う
た
う
た
い
を
推
薦
し
て
い
る
。
そ
も
そ

も
、
こ
の
曹
玉
の
母
、
曹
操
の
妻
の
と
い
う
人
が
山
東
の
浪
邪
開
陽
の
人
で

も
と
は
侶
家
（
歌
姫
）
で
あ
っ
た
し
、
曹
操
も
魏
志
武
帝
紀
注
に
よ
れ
ば
、

大
の
俗
業
愛
好
者
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
太
祖
音
業
ヲ
好
ミ
、
偶
優
側

二
在
リ
、
常
二
以
テ
日
ヨ
リ
タ
ニ
達
ス
」
と
。
ま
た
、
死
に
際
し
て
、
「
月

且
十
五
日
、
朝
ヨ
リ
午
二
至
ル
マ
デ
、
輯
チ
帳
中
二
向
ツ
テ
伎
築
ヲ
作
セ
」

と
遺
命
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
洲
魏
三
祖
は
た
だ
こ
れ
ま
で
に
あ
る
俗

業
を
演
奏
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
親
ら
も
少
な
か
ら
ざ
る
歌
詞
を
作
っ
て
音

業
に
合
わ
せ
て
唱
わ
せ
た
。
前
採
の
詩
は
現
在
二
十
数
篇
残
っ
て
い
る
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
業
府
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
彼
が
俗
策
を
熱
愛
し
た
こ
と

と
は
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
俗
業
を

熱
愛
し
た
こ
と
が
、
業
府
訪
を
多
く
作
ら
せ
る
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
⑱
当
時
の
蔽
人
（
勢
力
家
）
た
ち
の
宏
壮
な
邸
宅
で
は
、
美
し
い
少
年

美
し
い
女
た
ち
が
部
屎
に
満
ち
、
伯
既
妓
築
が
奥
深
い
座
敷
に
あ
ふ
れ
て
い

,ns 
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た
と
い
う
。
こ
の
う
た
う
た
い
や
う
た
い
め
に
歌
を
唱
わ
せ
舞
姫
に
踊
を
お

ど
ら
せ
て
宴
業
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑦
王
国
の
制
度
（
皇
子
た
ち
を
王
に
封

ず
る
制
度
）
は
、
前
漢
の
武
帝
の
時
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

中
に
、
謁
者
（
長
冠
を
冠
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
と
る
）
と
い
う
官
が
あ
り
、

本
員
十
六
人
で
後
に
礼
楽
の
長
を
鍼
ら
す
、
と
あ
る
。
減
ら
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
ま
で
は
礼
楽
の
長
と
い
う
官
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
本
庄
に
よ
る
と
礼
楽
の
長
は
楽
人
を
つ
か
さ
ど
る
、
と
あ

る
。
こ
の
楽
人
が
雅
楽
を
奏
し
た
か
、
俗
楽
を
奏
し
た
か
は
明
ら
か
て
な

い
。
が
、
他
に
音
楽
を
つ
か
さ
ど
る
官
は
見
え
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
雅
楽
、

俗
楽
と
も
に
奏
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

文
人
と
俗
楽

後
設
の
文
士
た
ち
の
う
ち
、
桓
犀
、
馬
醜
闘
芸
張
衡
ほ
か
数
人
を
選

ん
で
、
そ
の
俗
楽
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

桓
靡

桓
講
、
字
は
店
山
、
柿
国
相
の
人
。
父
は
成
帝
の
時
大
泳
ふ
令
で
あ
っ
た
。

大
楽
令
は
太
常
の
属
官
で
、
多
数
の
鼓
員
エ
人
を
従
え
て
、
同
の
祭
亨
の
諸

奏
楽
の
こ
と
を
つ
か
さ
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
育
っ
た
た
め
て
も
あ

ろ
う
か
、
彼
は
「
音
律
ヲ
好
ミ
、
善
ク
琴
ヲ
妓
シ
」
「
性
偶
槃
ヲ
嗜
ム
」
と

い
わ
れ
て
い
る
。
父
は
太
楽
令
と
い
う
雅
楽
を
あ
っ
か
う
官
に
あ
っ
た
の
に

彼
は
俗
薬
を
寸
友
好
し
た
の
で
あ
る
。
後
茂
畜
の
桓
謁
伝
は
、
「
哀
平
J
間
位

郎
二
過
ギ
ス
」
と
し
て
い
さ
さ
か
明
瞭
を
欠
く
が
、
「
新
論
雑
事
第
十

l

」

の
中
で
、
彼
自
身
は
「
昔
余
孝
成
帝
ノ
時
二
在
リ
テ
業
府
令
ト
ナ
ル
。
凡
ソ

典
領
ス
ル
所
ノ
侶
優
伎
繁
、
蓋
、
ソ
千
人
有
リ
」
と
述
べ
、
俗
楽
の
竹
押
監
督

の
官
署
で
あ
る
築
府
の
長
官
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
成
帝
の
時
代
は
最

も
俗
染
の
盛
ん
な
と
き
で
、
黄
門
の
名
但
あ
ら
わ
れ
、
負
戚
、
外
戚
の
家
は
天

手
と
女
楽
を
争
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
峙
代
に
楽
府
の
長
官
だ
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
王
芥
の
時
も
や
は
り
音
交
に
関
係
あ
る
掌
楽
大
夫
に

任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
後
漠
に
入
っ
て
、
光
武
帝
か
ま
た
准
陽
王
の
時
、
召
さ

れ
て
太
中
太
夫
（
議
論
を
つ
か
さ
ど
る
宮
）
を
拝
し
、
即
位
す
る
や
、
符
詔

せ
し
め
ら
れ
た
が
用
い
ら
れ
ず
、
後
、
大
司
空
宋
弘
の
推
薦
で
義
郎
給
事
中

に
絞
せ
ら
れ
た
。
帝
は
宴
会
の
た
び
に
識
を
Jj

ロ
し
て
琴
を
弾
せ
し
め
、
そ
の

繁
声
を
聴
く
こ
と
を
好
ん
だ
。
こ
の
た
め
讃
は
宋
弘
か
ら
、
鄭
声
を
進
め
て
雅

頌
を
乱
る
省
だ
と
貫
め
ら
れ
、
帝
も
彼
に
琴
を
弾
し
さ
せ
た
こ
と
の
典
を
梧

っ
て
、
以
後
、
宮
中
に
出
什
さ
せ
な
い
こ
と
に
し
た

3

後
、
上
疏
し
て
時
の

政
治
を
批
判
し
た
た
め
帝
の
怒
り
に
ふ
れ
、
あ
や
う
＜
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
て
あ
っ
が
、
外
一
等
を
減
じ
ら
れ
て
六
安
謡
丞
と
し
て
地
方
に
左
遷

さ
れ
た
。
か
、
赴
任
す
る
迄
中
で
死
ん
た
。
時
に
灯
七
十
餘
。
初
め
誡
は
「
桓

子
新
論
」
を
竹
し
て
上
書
し
、
主
た
琴
造
一
篇
の
執
筆
に
か
か
っ
た
が
完
成

を
見
ず
に
終
わ
っ
た
。
粛
宗
は
班
固
に
命
じ
て
そ
の
続
き
を
害
か
せ
た
と
い

う
。
「
琴
迅
」
に
は
、
琴
の
来
歴
、
形
状
か
ら
説
ぎ
お
こ
し
、
つ
い
で
舜
朦

萬
採
、
徴
子
操
、
文
王
操
、
伯
夷
操
、
箕
子
操
に
つ
い
て
述
べ
て
、
そ
の
声

．
 

衛
に
し
て
応
‘
況
に
し
て
．
‘
恥
に
し
て
罠
‘
i
町
に
し
て
歎
‘
と
そ
の
特
色

を
要
約
し
て
い
る
。
雅
楽
が
そ
の
主
要
楽
器
に
金
石
を
用
い
、
そ
の
音
も
霊

厚
な
の
に
対
し
て
、
俗
楽
は
そ
の
名
も
渭
商
楽
、
又
は
清
楽
と
い
わ
れ
、
主

要
楽
器
に
は
絲
竹
を
用
い
る
。
「
絲
竹
歌
ヲ
謡
誓
シ
テ
響
キ
、
器
ヲ
仮
リ
テ

清
音
ヲ
似
ク
」
（
大
了
夜
歌
）
と
い
い
、
「
絲
竹
哀
ノ
ク
、
竹
声
品
ル
」
（
薬

記
）
と
い
う
こ
と
は
、
絲
竹
の
楽
が
哀
怨
の
謁
子
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
琴
は
、
こ
の
哀
怨
の
凋
へ
を
奏
で
る
に
最
も
適

し
た
泰
附
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
又
、
俗
楽
は
「
新
声
」
と
い
う
こ
と
ば
で

m 
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表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
彼
は
琴
道
第
十
六
の
中
で
、
衛
の
霙
公
が
晋

に
向
う
途
中
、
撲
水
の
ほ
と
り
に
宿
し
、
＇
「
夜
新
声
ヲ
聞
ク
」
故
事
を
書
き

記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
彼
の
俗
楽
に
対
す
る
興
味
と
愛
着
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
自
ら
の
こ
と
を
揚
雄
と
比
べ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
楊
子
雲
八
大
オ
ナ
レ
ド
モ
音
ヲ
暁
ラ
ズ
。
余
ハ
頗
ル
雅
楽
ヲ
離
レ

テ
更
二
新
弄
ヲ
為
ス
。
子
雲
日
ク
、
事
ノ
浅
キ
ハ
善
ク
シ
易
ク
、
深
キ
ハ
識

リ
難
シ
。
卿
ハ
雅
頌
ヲ
好
マ
ズ
シ
テ
鄭
墜
ヲ
悦
プ
、
宜
ナ
リ
」
と
。

馬
融

融
、
字
は
季
長
、
扶
風
茂
陵
の
人
。
桓
帝
の
と
き
南
郡
太
守
と
な
っ
た

が
、
大
将
梁
翼
に
さ
か
ら
っ
て
免
官
さ
れ
た
う
え
、
売
し
て
朔
北
に
移
さ
れ

た
。
自
殺
し
よ
う
と
し
た
が
死
ね
ず
、
そ
の
後
、
赦
さ
れ
て
帰
り
、
義
郎
と

な
っ
た
が
、
後
、
病
の
た
め
に
官
を
去
っ
た
。
彼
は
オ
高
く
、
学
も
博
か
っ

た
の
で
弟
子
は
千
人
を
数
え
、
そ
の
中
か
ら
琢
郡
の
慮
植
、
北
海
の
鄭
玄
な

ど
、
後
世
に
名
を
の
こ
す
学
者
た
ち
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
学

者
タ
イ
。
フ
の
人
間
と
は
お
よ
そ
異
う
。
馬
融
伝
は
こ
う
伝
え
て
い
る
。
「
善

ク
琴
ヲ
鼓
シ
、
好
ン
デ
笛
ヲ
吹
ク
、
…
…
・
｀
・
儒
者
ノ
節
二
拘
ラ
ズ
。
居
宇
、

器
服
、
多
ク
俊
飾
ヲ
存
ス
。
常
二
高
堂
二
坐
シ
テ
締
紗
ノ
帳
ヲ
施
シ
、
前
二

ハ
生
徒
二
授
ケ
、
後
ニ
ハ
女
業
ヲ
列
ネ
タ
リ
」
と
。
彼
が
琴
を
善
く
し
、
笛

を
吹
く
こ
と
を
好
ん
だ
こ
と
は
、
「
琴
賦
」
、
「
長
笛
賦
」
の
作
品
が
あ
る
こ

と
か
ら
も
う
な
ず
け
る
。
長
笛
賦
の
序
は
彼
が
い
か
に
俗
楽
に
傾
倒
し
て
い

た
か
、
そ
の
傾
倒
の
ほ
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

融
既
博
覧
典
雅
、
精
核
敷
術
、
又
性
好
音
、
能
鼓
琴
吹
笛
、
而
為
督
郵
、

無
習
事
。
獨
臥
郡
平
陽
郎
中
、
有
維
客
舎
逆
旅
、
吹
笛
為
氣
出
梢
列
相

和
。
融
去
京
師
諭
年
、
煎
聞
甚
悲
而
業
之
。
…
…
…

彼
が
督
郵
（
漢
代
に
置
か
れ
た
官
の
名
。
郡
守
の
輔
佐
役
。
所
属
の
賑
を
巡

察
し
、
官
史
の
成
結
を
調
杏
す
る
。
）
と
な
っ
て
平
陽
の
街
に
泊
っ
た
時
、

洛
陽
よ
り
来
た
旅
客
が
笛
を
吹
い
て
、
氣
出
、
精
列
の
相
和
の
二

Ilhを
奏
す

る
の
を
闘
い
た
。
と
、
古
今
楽
録
に
引
か
れ
て
い
る
張
永
元
茄
技
録
に
、
気

出
精
列
に
つ
い
て
、
「
相
和
二
、
十
五
鼎
ア
リ
、
ー
ニ
気
出
唱
卜
日
ヒ
、
二
二

精
列
卜
日
フ
・
・
・
・
・
・
、
」
と
あ
る
。
し
か
し
後
漢
の
も
の
は
現
在
残
っ
て
い
な

い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
歌
辞
で
あ
っ
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
魏
の

武
帝
の
作
っ
た
楽
府
の
中
に
、
気
出
唱
と
精
列
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
時
代

は
馬
融
よ
り
も
下
る
の
で
1

馬
礁
が
生
き
て
い
る
間
は
曹
操
は
子
供
だ
っ
た

計
算
に
な
る
ー
こ
れ
で
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
武

帝
以
前
に
、
別
の
間
が
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
）
相
和
訓
は
相
和

歌
辞
の
一
っ
で
、
俗
楽
の
中
で
も
主
要
な
仙
で
あ
る
。
馬
融
は
都
洛
陽
を
離

れ
て
足
か
け
二
年
、
こ
れ
ら
の
仙
を
聞
い
て
い
た
＜
悲
し
み
且
つ
楽
し
み
、

こ
れ
が
動
機
と
な
っ
て
長
笛
賦
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
長
笛
賦
は
そ
の
竹
の

生
い
た
ち
か
ら
説
き
お
こ
し
て
、
天
子
の
食
挙
楽
で
吹
奏
さ
れ
、
退
い
て
黄

門
に
下
り
重
丘
の
宋
泄
、
名
師
の
郭
張
と
い
っ
た
有
名
な
楽
人
た
ち
に
用
い

ら
れ
る
、
そ
の
吹
泰
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
終
っ
て
い
る
。
そ
の
形
容
、
描

写
の
た
く
み
な
こ
と
は
彼
の
こ
の
方
而
の
蘊
紺
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

察
呂

芦
早
、
字
は
伯
嗜
、
陳
留
圏
の
人
。
然
畠
も
琴
を
弾
ず
る
こ
と
が
う
ま
く
、

音
律
を
巧
み
に
操
っ
た
の
で
、
桓
帝
の
時
、
充
佼
が
天
子
に
こ
れ
を
巾
し
上

げ
た
。
が
、
畠
は
病
を
称
し
て
赴
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
後
、
蛮
卓
に
甫
ん

じ
ら
れ
、
集
ま
っ
て
宴
す
る
ご
と
に
拠
を
し
て
琴
を
弾
じ
て
事
を
賛
せ
し
め

た
と
い
う
。
彼
は
ま
た
、
琴
に
つ
い
て
の
文
章
も
杏
い
た
。
琴
賦
、
琴
操
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
外
、
「
蒋
師
賦
」
に
は
長
笛
を
撫
す
盲
人
の
さ
ま
が
描

l~Q 
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か
れ
て
い
る

3

1

出
入
袢
凸
、
屈
伸
低
砂
、
＋
指
如
雨
‘
9
出
腎
役
分
可
音
暴
‘
如
叫
宮
商
分

勁
徽
羽
、
旧
引
輿
合
竺
舷
撫
、
然
後
哀
咋
既
餐
、
秘
弄
乃
開
：
．．．．．．．． 
仲
尼

息
帰
、
庇
嗚
一
二
享
、
梁
市
悲
吟
、
固
公
越
裳
、
冑
芥
酉
飛
、
別
鶴
東
翔
、

飲
比
，
長
城
、
楚
訓
明
光
、
楚
姫
辺
歎
、
経
嗚
高
桑
：
＇
：
＇
（
琴
賦
、
芸
文
類

棗
国
十
四
）

2
目
冥
冥
而
無
哉
分
、
磋
求
煩
以
愁
悲
、
撫
長
笛
以
遺
憤
分
、
気
平
刊
釦
而

砧
晴
詠
新
占
之
悲
歌
分
舒
滞
砧
而
宣
鬱
、
何
此
聾
之
悲
痛
行
、
伯
吠
咲

以
僭
胃
煩
離
嶋
之
孤
嗚
、
似
杞
髯
之
哭
泣
、
（
砕
師
賦
、
北
常
円
紗
一

f＇↑
L
,

じ‘)

F'-

— 

い
そ
も
そ
も
俗
楽
の
竹
色
は
「
声
買
清
越
、
哀
怨
砂
人
」
に
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
か
の
肘
楽
の
「
和
平
中
正
」
の
声
音
と
は
相
い
対
立
す
る
も
の
て
あ

る
3

宕
ふ
府
占
集
は
ま
た
、
俗
楽
の
竹
色
を
要
約
し
て
と
い
っ
て
も
こ
れ

は
俗
梨
を
人
性
を
乱
る
も
の
と
し
て
攻
撃
し
て
い
る
の
た
か
、
「
所
謂
煩

手
元
四
、
喧
新
怨
衰
、
此
レ
又
妍
苦
ノ
幣
ナ
リ
」
と
述
へ
て
い
る

3

こ
の
賦

の
中
の
、
「
＋
指
如
雨
、
治
啓
登
、
仙
引
製
、
繁
投
撫
、
哀
化
」
と
い
っ
た
こ
と

ば
は
、
こ
れ
ら
俗
楽
の
特
色
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
仲
尼
恩
閻
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
支
府
涛
集
の
琴
仙
歌
辞
に
、
思
帰
引
と
い
う
の
か
あ
る
が
、

こ
れ
は
術
女
の
作
で
孔
子
と
は
閃
係
が
な
い
。
ま
た
、
孔
子
の
作
と
伝
え

ら
れ
る
も
の
に
は
、
将
炉
叩
採
、
椅
間
操
、
亀
山
操
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
息

婦
vj
字
は
見
え
な
い
。
あ
ろ
い
は
狩
婦
の
誤
り
か
。
鹿
嗚
三
章
は
古
琴
位
の

一
。
交
胄
吐
い
は
楽
府
詩
集
の
相
和
歌
辞
の
梁
甫
吟
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
へ
｝

こ
の
山
の
歌
評
は
悲
吟
に
ふ
さ
わ
し
く
、
公
孫
接
、
田
間
彊
、
古
冶
子
の

三
勇
士
が
、
識
言
を
被
っ
て
殺
さ
れ
る
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る

3

冨謝

希
琴
論
は
「
諮
葛
如
作
梁
甫
吟
」
と
誌
す
が
、
然
昌
の
切
す
で
に
歌
わ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
）
。
周
公
慇
裳
は
楽
府
己
集
、
琴
訓

歌
辞
、
越
仄
採
の
こ
と
。
越
裳
国
が
白
班
を
臥
し
た
時
、
同
公
が
作
っ
た
も

の
た
と
い
う
。
青
雀
内
飛
は
わ
か
つ
な
い
別
飼
束
翔
は
楽
府
此
集
、
琴
仙

歌
辞
の
中
の
別
鶴
操
の
こ
と
。
＇
侶
陵
の
牧
了
の
作
と
い
う
。
古
今
注
に
よ
る

と
、
妻
存
め
と
っ
て
五
年
、
了
が
な
か
っ
た
の
で
、
父
兄
が
妻
を
と
り
か
え

よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
を
間
い
て
、
妻
は
夜
中
に
起
き
出
で
て
戸
に
椅
(
-

て
悲
闘
し
た
。
牧
了
は
こ
の
妻
の
咬
き
を
聞
い
て
応
し
み
、
号
を
と
っ
て
歌

っ
た
と
い
う
。
飲
灼
長
城
は
楽
府
詩
集
、
相
和
歌
辞
の
飲
馬
長
城
在
行
。
出

征
し
だ
丈
か
力
甲
の
長
域
の
は
ら
穴
て
冗
に
水
か
う
、
夫
の
こ
の
芸
労
を
息

っ
て
妻
か
こ
の
曲
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
玉
台
新
詠
は
歌

辞
を
誓
，
景
の
作
と
い
い
、
ま
た
楽
府
古
如
要
解
は
「
或
ヒ
ハ
結
昌
ノ
閲
」
と

い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
作
っ
た
賦
の
中
に
、
し
か
も
当
時
既
に
あ
っ

た
い
名
訊
名
と
前
べ
て
誌
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
も
そ
の

頃
す
で
に
あ
っ
た
歌
の
一
っ
と
考
え
た
方
が
い
い
。
文
選
の
屈
此
ノ
僻
作
者

ノ
丼
名
ヲ
知
ラ
ス
」
と
す
る
の
が
合
坪
的
た
と
息
う
。
楚
閏
明
況
は
、
琴
採

巻
ド
の
楚
明
光
。
明
光
は
楚
王
の
大
夫
。
楚
王
が
渦
氏
の
笠
を
得
て
、
こ
れ

を
粕
王
に
献
じ
よ
う
と
し
て
町
光
を
造
し
た
。
し
か
し
羊
由
甫
と
い
う
者
か

あ
っ
て
彼
を
識
し
、
帰
国
す
る
や
、
王
に
な
し
ら
れ
る

C

そ
こ
て
こ
の
歌
を

作
っ
た
と
い
う
。
楚
姫
遺
歎
は
交
府
吉
集
、
相
和
歌
酔
の
楚
妃
歎
。
楚
の
荘

壬
の
夫
人
楚
如
か
、
王
の
猟
を
好
む
の
を
諫
め
た
こ
と
を
述
へ
る
。
熙
閃
恥

桑
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
麦
府
詩
策
の
相
和
歌
辞
の
中
の
洲
叫
仙
か
と
も

思
わ
れ
る
。
が
、
そ
う
た
と
す
る
と
高
桑
の
字
が
納
得
で
き
な
い
。
巧
詠
新

詩
[
J
悲
歌
分
は
、
火
選
劉
柏
賠
上
官
中
郎
汀
詩
江
て
は
、
「
詠
祈
'
[
口
以
悲
歌

介
」
に
作
る
。
し
か
し
、
北
常
書
紗
、
初
学
迄
、
御
屁
と
も
前
名
に
作
る

3

も
し
新
訂
之
悲
歌
を
と
る
な
ら
は
、
こ
の
悲
歌
は
後
没
の
人
が
新
詩
と
い
う

i
 2“ 1. 
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張
衡

字
は
平
子
。
南
陽
酉
郭
の
人
。
彼
と
俗
楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

一
部

の
て
あ
る
か
ら
、
後
没
の
作
か
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
前
漢
を
出
で
な
い
と
思

わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
悲
歌
と
題
す
る
も
の
に
楽
府
古
辞
が
あ
る
。
楽
府
詩

集
は
こ
れ
を
雑
曲
歌
買
の
う
ち
に
入
れ
る
。
こ
の
一
首
は
、
動
乱
の
直
に
帰

る
に
家
も
な
く
愁
苦
す
る
い
く
さ
び
と
の
、
故
郷
を
思
う
の
情
を
絞
べ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
詠
ず
る
の
を
蘭
ぎ
、
「
何
ゾ
此
ノ
整
ノ
悲
痛
ナ
ル
。

槍
然
ト
シ
テ
涙
以
テ
潜
二
側
ム
」
と
い
い
、
ま
た
こ
の
詩
が
「
離
四
ノ
孤
嗚

二
須
シ
、
氾
婦
J

哭
泣
二
似
ル
」
と
い
う
。
離
閻
の
孤
鳴
は
、
稼
康
、
琴
賦

の
注
に
、
「
善
日
ク
、
古
ノ
相
和
歌
二
鵡
閉
曲
ア
リ
」
と
あ
る
そ
れ
で
あ
ろ

う
。
加
衡
の
南
都
賦
に
も
「
鶴
雉
哀
鳴
」
と
あ
る
。
杞
回
哭
泣
は
、
楽
府

詩
集
雑
曲
歌
許
の
中
の
杞
梁
妻
。
春
秋
、
斉
の
杞
梁
妻
の
妹
、
明
月
の
作
。

姉
の
貞
操
を
悲
し
ん
で
作
る
と
い
う
。
南
都
賦
の
「
寡
婦
悲
吟
」
と
い
う
の

も
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
新
詩
の
悲
歌
が
こ
の
鵡
雉
曲
杞
梁
妻
に
類
似
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
悲
歌
は
山
名
、
す
な
わ
ち
特
定
の
曲
を
指
す
侶
有
名
詞

と
考
又
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
相
和
歌
辞
、
雑
曲
歌
許
に
属
す
る

曲
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
俗
楽
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
賦
の
中
の
字
旬
か
ら
考
え
る
と
新
詩
之
悲
歌
と
い
う
の

は
、
雌
仙
歌
辞
の
中
の
悲
歌
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
賦
に
出
て

来
る
歌
評
は
す
へ
て
当
時
唱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も

費
重
な
資
料
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
絵
巳
が
度
代
の
俗
楽
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
沿
以
前
か
ら
伝
わ
る

琴
曲
（
つ
ま
り
古
代
の
俗
楽
）
に
つ
い
て
も
造
詣
が
深
く
、
し
か
も
琴
の
名

手
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
俗
楽
に
対
す
る
深
い
教
養
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。

既
に
述
へ
た
か
、
彼
の
賦
か
ら
俗
染
に
閃
係
あ
る
字
句
を
拾
っ
て
み
る
と
。

．．
 

咽
桁
肋
而
郷
勒
（
唱
尽
賦
）

・。

那
第
吹
笙
、
更
為
新
性
、
鉦
加
悲
吟
、
凶
難
哀
嗚
（
南
都
賦
）

．．
 

抗
修
袖
以
競
而
分
、
脳
沿
柑
而
恥
歌
（
抑
賦
）

淮
南
浩
歌
…
…
結
鄭
衛
之
迅
風
．．．．．． 
焚
仙
為
泊

改
賦
新
詞
、
轄
歌
流
呼
（
七
弁
）

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
彼
の
怨
篇
に
つ
い
て
、
文
心
離
龍
で
は
、

査
此
可
誦
」
と
い
っ
て
い
る
。

「
張
衡
怨
節

涙
げ

宇
は
子
頃
、
敦
仰
の
人
。
若
く
し
て
孤
貧
、
親
類
の
家
に
身
を
寄
せ
て
い

だ
が
、
日
傭
に
出
て
生
活
費
を
得
、
昨
れ
て
婦
り
柴
を
焚
い
て
読
書
し
た
と

、
う
。

し

．．
 

干
是
、
他
絃
促
柱
、
変
謁
改
巾
、
卑
殺
繊
妙
、
微
控
繁
綽
、
散
泊
，
間
而
流

轄
分
、
若
将
絶
而
複
禎
紛
職
蕩
以
槃
奏
…
…
干
足
雅
曲
既
門
、
鄭
衛
的
修

新
磐
順
髪
、
妙
野
優
遊
、
微
風
源
裔
：
．．．． 

（
第
賦
芸
文
類
爽
、
四
十
四
）

琴
の
絃
を
き
び
し
く
張
り
、
琴
ち
を
せ
ば
め
て
謁
子
を
変
え
、
低
く
細
い
廿

は
繊
妙
に
、
微
か
な
音
は
し
げ
く
、
消
窃
北
を
奏
で
て
流
転
し
、
ま
さ
に
絶

え
ん
と
し
て
ま
た
続
き
、
乱
れ
動
き
流
れ
て
繁
＜
奏
で
る
…
…
…
…
…
雅

仙
す
で
に
終
わ
り
、
鄭
術
の
楽
を
と
と
の
え
、
新
し
き
楽
次
第
に
変
じ
、

妙
な
る
弄
（
小
仙
、
軽
少
な
楽
間
で
、
楽
府
の
一
）
が
ゆ
っ
た
り
奏
さ
れ

る
。
清
商
曲
は
楽
府
の
相
和
歌
辞
の
―
つ
で
、
民
間
音
楽
の
う
ち
重
炭
な
仙

で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
述
へ
ら
れ
た
禎
奏
の
し
か
た
は
、
仝
＜
俗
楽
の
そ
れ

で
あ
る
。

邊
譲

字
は
文
礼
、
陳
習
浚
低
の
人
。
官
は
九
江
大
守
に
ま
で
進
ん
た
が
、
後
、

2" 
2p 
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「
土
釈
」
は
、
七
盤
の
舞
に
つ

曹
操
に
殺
さ
れ
た
。
「
章
華
舌
笠
賦
井
び
に
序
」
を
著
わ
す
。
そ
の
巾
に
、

．
 

設
長
夜
之
渓
宴
、
作
北
里
之
新
菩
、

•••• 展
新
智
而
長
歌
、
繁
手
超
干
北
里
、
妙
舞
属
干
陽
阿
、

••••• 

蛉
愁
易
謁
、
繁
手
改
弥
、
清
野
登
而
粋
激
、
微
音
逝
而
流
散
、

•••• 淫
楽
末
終

•••••••• 美
繁
手
之
軽
妙
分
、
元
新
啓
之
煩
隆

な
と
の
字
旬
が
見
え
る
。
こ
の
賦
は
楚
の
霊
エ
が
雲
夢
の
沢
に
近
び
、
荊
台

の
ほ
と
り
に
憩
い
、
風
光
明
姐
の
故
を
以
て
章
華
台
を
築
い
た
こ
と
を
歌
っ

た
も
の
で
あ
る
。

王
祭

字
は
仲
宣
、
山
陽
高
平
の
人
。
彼
の
作
品
、

い
て
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

那
郡
才
女
、
三
斉
巧
土
、
名
唱
秘
舞
、
承
雨
蚊
鯉
、
七
盤
陳
十
廣
庭
、
疇

人
傲
其
齊
侯
、
楡
飴
袖
以
振
策
、
辣
井
足
而
軒
時
、
邪
院
妓
下
、
位
音
赴

節
、
安
刻
足
以
徐
撃
、
級
頓
身
而
傾
折
、
翻
瓢
徽
雀
、
乱
粘
蕩
神
、
巳
漁

代
起
、
牌
鐸
粋
振
。
（
芸
文
類
棗
五
十
七
〕

七
盤
は
楚
の
舞
で
あ
る
が
、
張
衡
の
舞
賦
に
は
「
土
塾
ヲ
歴
テ
屈
躁
ス
」
と

あ
る
。
ま
た
、
般
鼓
之
舞
と
も
言
わ
れ
、
他
武
仲
舞
賦
の
李
告
注
に
は
、

「
般
鼓
之
舞
、
載
紐
、
文
ナ
シ
、
諸
賦
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
ヘ
ハ
、
舞
人
更
々
逓

二
之
ヲ
距
ン
デ
舞
節
ト
ナ
ス
」
と

3

つ
ま
り
七
枚
の
は
ち
を
ふ
せ
て
置
い
て

こ
れ
を
ふ
み
な
が
ら
そ
れ
を
節
度
と
し
て
舞
う
こ
と
ら
し
い

3

漠
代
の
画
像

石
に
そ
の
様
を
写
し
た
も
の
が
あ
る
。

以
上
、
資
料
の
多
く
妓
っ
て
い
る
文
人
た
ち
に
つ
い
て
、
賦
、
列
伝
な
ど

か
ら
彼
ら
が
俗
楽
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
た
か
を
見
て
米
た
が
、
こ

の
外
、
翫
珠
に
「
学
賦
」
「
親
出
北
郭
門
行
」
（
楽
府
、
雑
仙
歌
辞
）
が
あ

る
。
更
に
詩
中
に
俗
楽
に
関
す
る
こ
と
は
の
見
え
る
も
．
の
を
あ
け
る
と

3

．．
 ば
商
閲
風
壺
、
中
仙
正
徘
徊
（
古
叶
—
九
言
の
一
）

．
 

藍
戸
理
消
北
、
音
響
一
何
非
(

I

I

)

欲
展
清
的
訓
、
念
了
不
能
婦
（
偽
蘇
武
詩
）

．． 

悲
意
向
煉
慨
、
泊
歌
正
激
揚
（
偽
李
陵
詩
・
)

．
．
．
．
 

上
書
詣
胴
下
、
思
古
歌
雛
鳴
（
班
固
、
詠
史
）

．．
 

押
第
奮
逸
孵
、
新
倍
妙
入
神
(
-
古
詩
十
JL>白
の
一
）

`
o
 .

.

.

.

 

楽
人
腿
分
齊
答
苧
、
音
相
和
分
悲
且
泊
（
祭
談
悲
偵
訪
）

挽
歌

最
後
に
挽
歌
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
挽
歌
に
つ
い
て
は
次

の
資
料
を
あ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

1

柩
将
発
干
殿
、
群
臣
白
官
陪
位
、
黄
門
妓
吹
三
通
、
嗚
鈍
妓
、
天
了
挙

哀
、
女
侍
史
官
一
＿
言
人
、
告
苫
素
、
参
以
白
素
、
引
棺
挽
歌
、
下
殴
嵐

事
：
・
：
（
陰
太
后
晏
駕
詔
、
永
平
ヒ
年
）

2

g

翠
恰
時
、
京
師
賓
始
涵
会
、
砦
作
魁
樺
、
酒
虻
之
後
、
積
以
挽
歌
、
魁

蘊
喪
家
之
菜
、
挽
歌
、
執
紬
相
偶
和
之
者
。
（
應
助
、
風
俗
叫
義
）

3
脱
輿
親
加
柑
飲
極
飲
、
及
酒
間
、
椙
罷
、
謳
以
謳
露
之
歌
、
坐
中
闊
占

皆
為
掩
悌
●
後
泌
書
列
伝
第
五
ト
一
、
周
国
争
）

①
は
、
明
帝
の
永
半
七
年
に
発
せ
、
ら
れ
た
詔
。
陰
太
后
の
柩
が
殿
を
下
っ
て

魂
半
に
移
る
と
き
、
九
衷
門
妓
吹
三
通
を
な
し
、
女
侍
史
官
三
百
人
が
甘
，
U
衣

冠
し
て
棺
を
引
い
て
挽
歌
を
う
た
う
。
こ
の
時
の
歌
か
と
れ
で
あ
っ
人
か
は

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
古
今
吐
音
楽
篇
に
「
孝
武
ノ
時
二
至
リ
、
李
延
年
分

チ
テ
―
一
曲
ト
ナ
シ
、
薙
露
ハ
王
公
貨
人
ヲ
込
リ
、
嵩
里
ハ
士
大
大
肛
人
ヲ
込

附
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ル
」
と
誌
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
愈
露
を
歌
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
偽
都
で
は
客
を
招
待
す
る
と
き
や
結
婚
の
宴
席
に
み
な
魁
作
を
な
し
た

と
い
う
。
魁
挫
と
は
、
木
で
作
っ
た
人
形
を
採
っ
て
戯
嬉
歌
舞
さ
せ
る
芝
届

で
、
木
偶
戯
と
も
言
わ
れ
る
。
も
と
喪
楽
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
形
芝
届
を
や

っ
た
後
、
酒
宴
が
酌
に
な
る
と
挽
歌
を
唱
っ
た
と
い
う
。
挽
歌
と
は
「
綿
ヲ

執
リ
相
偶
和
ス
ル
ノ
者
．
」
つ
ま
り
引
き
綱
を
と
り
（
緋
は
柩
を
乗
せ
た
半
を

引
く
つ
な
で
、
執
沸
で
喪
を
送
る
と
い
う
悉
味
に
な
る
）
と
も
に
声
を
あ
わ

せ
て
歌
っ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ど
の
歌
が
唱
わ
れ
た

か
わ
か
ら
な
い
が
、
黄
節
は
曹
魏
の
謬
襲
の
作
っ
た
挽
歌
を
う
た
っ
た
と
し

て
い
る

3

盆
度
魏
楽
府
風
箋
）
ま
た
陳
陽
の
受
書
に
よ
る
と
、
露
帝
の
と
き

朝
廷
て
賓
客
を
会
す
る
と
き
薙
露
を
歌
っ
た
と
い
う
。
⑬
順
帝
の
永
和
六
年

三
月
の
こ
と
。
商
は
大
打
軍
梁
商
の
こ
と
。
彼
は
賓
客
を
洛
水
の
は
と
り
に

会
し
、
酬
飲
し
て
そ
の
楽
し
み
の
限
り
を
つ
く
し
、
酒
た
け
な
わ
な
る
に
及

ん
で
、
偶
（
信
楽
。
酒
席
の
卯
を
添
え
る
た
め
の
歌
舞
音
曲
の
た
ぐ
い
）
を

や
め
、
苑
露
の
歌
を
う
た
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
間
い
た
周

挙
が
膜
い
て
、
「
此
レ
所
謂
ル
哀
業
時
ヲ
失
ヒ
、
且
ノ
所
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ

リ
3

残
将
二
及
バ
ン
カ
」
と
い
っ
た
。
果
し
て
そ
の
秋
、
商
は
死
ん
だ
と
い

ぅ
Q

こ
の
話
は
、
酒
宴
の
席
で
挽
歌
を
唱
う
こ
と
は
、
よ
く
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
陳
鳴
の
楽
書
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

.
「
翌
二
国
家
久
長
J

兆
ナ
ラ
ン
ヤ
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
三
つ
の
う
ち
、
①
は
、
挽
歌
か
歌
わ
れ
る
べ
き
と
き
に
、
そ
の
所
に

於
い
て
歌
わ
れ
て
い
た
（
光
武
帝
の
こ
ろ
）
が
、
後
漢
も
半
ば
を
す
き
る
と

（
順
帝

1
ー
霙
帝
）
そ
の
用
い
方
か
乱
れ
て
来
て
、
結
婚
の
宴
席
や
、
賓
客

を
招
い
て
宴
楽
す
る
と
き
に
唱
っ
て
其
を
添
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
善
し
悪

し
は
刈
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
現
象
か
都
の
民
衆
の
間
に
ま
で
見
ら
れ
る
こ

と
（
例
2
)

は
、
楽
府
凶
の
普
及
の
一
而
を
窺
い
知
る
こ
と
か
で
き
る
。

以
上
、
後
淡
杏
お
よ
び
後
設
の
竹
と
さ
れ
て
い
る
泊
、
賦
、
文
匹
7

に
資
料

を
限
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
角
良
か
ら
交
府
に
代
る
ぺ
き
機
関
に
つ
い
て
五
ぇ

俗
楽
流
行
の
状
況
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
た
い
と

思
う
。先

す
、
楽
府
に
代
る
べ
き
機
関
で
あ
る
が
、
さ
き
に
あ
げ
た
、
政
門
妓
吹

角
抵
戯
、
鼓
吹
、
採
詩
の
四
つ
の
損
日
を
見
る
と
、
当
然
、
こ
れ
ら
を
監
督

す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
＞
主
た
、
こ
れ
ら
は
政
門
妓
吹
を

中
心
的
な
構
成
人
員
と
す
る
―
つ
の
官
桝
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
黄
門

鼓
吹
は
後
淡
を
迎
じ
て
存
在
し
、
少
府
に
屈
し
て
い
て
、
刺
会
な
ど
、
天
子

が
群
臣
を
宴
楽
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
性
格
は
楽
府
の
そ
れ
に
近

い
。
ま
た
、
角
抵
戯
は
そ
の
種
類
、
内
容
と
も
に
前
淡
か
ら
そ
の
ま
ま
受
け

つ
い
で
お
り
、
や
は
り
後
没
を
通
じ
て
仔
在
し
、
黄
門
鼓
吹
の
奏
梨
と
並
ん

で
戯
を
行
っ
て
お
り
、
文
質
的
に
は
、
楽
府
の
構
成
人
員
で
あ
っ
L

．
八
伯
役
時

代
と
あ
ま
り
変
っ
て
い
な
い
。
鼓
吹
の
中
に
も
、
交
府
に
屈
し
て
い
た
も
の
に

近
い
性
格
の
も
の
か
見
え
る
。
ま
た
採
諒
の
こ
と
も
一
応
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
こ
れ
ら
を
統
括
す
る
機
閲
て
あ
る
が
、
同
時
代
の
文
也
に
は
そ
れ
ら
し

い
も
の
も
、
そ
れ
の
存
在
を
賠
ホ
す
る
よ
う
な
も
の
も
見
え
な
い
し
、
後
淡

書
に
も
楽
府
に
代
る
何
ら
か
の
官
署
が
設
訊
さ
れ
冗
と
い
う
心
録
は
見
当
ら

な
い
。
こ
れ
ら
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
し
て
唐
六
典
に
は
じ
め
て
ポ
箪
令
の

名
が
見
え
る
。
こ
れ
を
附
ち
に
楽
府
の
知
官
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
る
に

は
、
唐
六
典
と
通
典
だ
け
で
は
査
料
が
11
心
り
な
い
と
息
う
が
、
そ
れ
を
否
江

す
る
資
料
も
な
い
し
、
黄
門
妓
吹
な
と
を
監
督
す
る
長
官
は
な
け
れ
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
往
こ
れ
に
従
っ
て
お
く
。
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次
に
俗
楽
の
流
行
と
楽
府
詩
で
あ
る
が
、
天
了
を
は
じ
め
、
王
、
諸
侯
、

そ
の
他
権
磐
あ
る
人
々
お
よ
び
文
人
た
ち
が
絲
竹
の
楽
を
好
み
、
あ
ち
こ
ち

で
盛
ん
に
俗
楽
存
演
奏
し
、
楽
し
ん
だ
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
後
漢
の
楽
府
詩
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
。
俗
楽
か
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
歌
辞
で
あ
る
い
わ
ゆ
る

楽
府
詩
に
、
い
い
も
の
が
次
々
と
作
ら
れ
る
結
果
と
な
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら

が
後
批
に
残
る
機
会
も
自
然
多
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

3

後
北
楽
府

訪
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
制
度
の
上
で
ど
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い

う
よ
り
、
む
し
ろ
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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